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第１部　調査団派遣結果�



第１章　調査の概要

1-1 背景

フィリピン国では、近年の工業化に伴って産業廃棄物の発生量が増加してきており、産業廃
棄物の排出の監視や規制の実施、適切な処理・リサイクル体制の実現を含む、産業廃棄物の管
理体制確立が急務となっている。「フ」国政府は種々の法規の策定、事業者に対する環境認証
制度の導入等を通じ、産業廃棄物の管理体制の確立に取り組んでいる。しかし、行政機関によ
る法規執行能力が不足し、また産業廃棄物の処理・リサイクルを担う事業者の育成のための施
策が十分に取られていない等の問題があり、体制づくりは十分進んでいない。今後、適切な管
理体制が確立されなければ、深刻な環境問題の発生のみならず、近年の輸出企業はISO14001の
取得が重要となってきていることから、産業廃棄物の処理処分について十分整備されていない
フ国への海外からの投資が敬遠される可能性があり、同国の健全な発展を阻害しかねない。

また、産業廃棄物の内、特に廃油、廃酸・アルカリ、重金属を含むスラッジ等の有害廃棄物
については適切に処理できる業者がほぼ存在していないため、多数の企業で工場内に保管され
ているのが現状であり、早急な対策が必要である。平成１０年度１１月に鉱工業開発調査部が
実施した環境評価調査（鉱工業分野）の「フ」国における現地調査でも、有害産業廃棄物対策
が緊急の課題として挙げられ、今後技術協力のテーマとして検討することが提言されている。

係る状況の下、平成１２年２月「フ」国政府は、産業廃棄物による環境破壊や国民の健康被
害を防ぎつつ、今後の健全な工業発展を実現するため、有害産業廃棄物対策のM/P、F/S調査
について、わが国への要請越した。

以上を踏まえ、「フ」国での産業廃棄物に係る現状調査や「フ」国政府との協議を通じ、有害
産業廃棄物対策の本格調査実施の可能性やその内容について検討を行うため、事業団は平成　
１２年１月２３日から平成１２年３月１０日まで「フ」国にプロ形調査団を派遣した。

1-2 調査の目的

（１）「フ」国側と協議を行い、本格調査の実施可能性について検討し、その内容について可能
な範囲で合意形成を図る。

（２） コンサルタントによる現地調査を通じて「フ」国の有害産業廃棄物に係る現状を把握す
ることにより、本格調査の実施意義を確認するとともに、本格調査の円滑な実施を可能な
らしめるための基礎資料を作成する。

1-3 団員構成

（１） 団長・総括 渡辺泰介 JICA鉱工業開発調査部工業開発調査課課長代理
（２） 技術協力政策 石川義久 外務省アジア局南東アジア第２課
（３） 技術協力行政 横田一磨 通商産業省通商政策局経済協力部技術協力課
（４） 調査企画 鈴木昭彦 JICA鉱工業開発調査部工業開発調査課
（５） 産廃処理（処理技術及び処理計画）

澄川　沃 （株）地域計画連合
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（６） 産廃処理（処理技術及び行政）
中西三平 八千代エンジニアリング（株）

（７） 産廃処理（処理技術及び関連団体）
金子伝太郎 （株）環境工学コンサルタント

（８） 産廃処理（処理技術及び海外支援）
浦本三穂子 （株）レックス・インターナショナル

1-4 派遣期間

「団員(1)～(4)」
平成１２年１月２３日（日）?平成１２年１月２９日（土）

「団員(5)、(7)、(8)」
平成１２年１月２３日（日）?平成１２年３月１０日（金）

「団員(6)」
平成１２年１月３０日（日）?平成１２年３月１０日（金）

1-5 調査日程

［団員(6)を除く全団員］
１月 ２３日（日） 東京発(9:45)(JL741)→マニラ着(13:25)

２４日（月） JICA事務所にて打ち合わせ、日本大使館表敬、
DENR表敬

２５日（火） BOI訪問、EMBとの協議
２６日（水） EMBとの協議（Ｍ／Ｍ内容）、NEDA訪問、

日本人商工会議所訪問
２７日（木） 工場訪問（Ford Company、Intel Philippine、トヨタ、富士通）、

MMDA富岡専門家訪問
２８日（金） Ｍ／Ｍ署名、日本大使館への報告、JICA事務所への報告

［団員(1)～(4)］
２９日（土） マニラ発(14:45)(JL742)→(19:40)東京着

［団員(6)］
３０日（日） 東京発(9:45)(JL741)→マニラ着(13:25)

［団員（5）～（8）］
３１日（月）～３月９日（木）

産業廃棄物の実態調査　（詳細は第２部参照）
３月 １０日（金） JICA事務所報告、ﾏﾆﾗ発(14:45)(JL742)→(19:40)東京着
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第２章調査結果

2-1 本格調査の調査概要について

調査団は、本格調査の調査概要について環境天然資源省(DENR)環境管理局(EMB)と協議を
実施し、合意事項についてM/Mに署名した。

（１） 調査の目的
フィリピン国における環境破壊を防ぎつつ、健全な工業の発展を支援するため、有害産

業廃棄物の管理に係るＭ／Ｐ策定、また可能であれば具体的な有害産業廃棄物の処理・リ
サイクル事業のＦ／Ｓ調査を通じ、フィリピン国政府に対して有効な有害産業廃棄物対策
を提言する。

（２） 調査の概要
本件調査はフェーズ１とフェーズ２に分けて実施する。

ア．フェーズ１

（ア） 調査の目的
フィリピン国への投資環境を整備し、健全な工業の発展を支援するための産業廃棄

物対策として、フィリピン国の.有害産業廃棄物管理の現状を踏まえた上、適切な行政
体制の構築方法や処理事業を担う民間セクターの振興策、短期アクションプラン等を
含む、２０１０年までの有害産業廃棄物の管理に係るＭ／Ｐを策定する。

（イ） 概要
ａ．調査地域

フィリピン国全体
（ただし、工場訪問調査等、詳細な調査は、マニラ首都圏及びCALABARZON地区

を対象とする。）
ｂ．調査項目
（ａ） 有害産業廃棄物に関わる現状調査

－ フィリピンの社会経済開発戦略に照らした環境保護政策及びその行政組織
体制

－ 産業廃棄物の発生の観点から見た工業セクターの発展状況
－ 海外ドナーによる関連分野のプロジェクト

（ｂ） 有害産業廃棄物規制の現状分析
－ 法規制体制
－ 現在及び将来の有害産業廃棄物の発生量
－ 発生源である企業による有害産業廃棄物の管理状況
－ 民間処理業者による処理・リサイクルの状況
－ 既存の有害産業廃棄物管理システム（他国の事例、既存技術）

（ｃ） 有害産業廃棄物管理マスタープランの策定
－ 有害産業廃棄物対策における基本戦略
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－ 有害産業廃棄物管理における適切な行政体制
－ 有害産業廃棄物の管理基準及びガイドライン
－ 有害産業廃棄物管理への民間セクター振興策
－ 有害産業廃棄物処理・リサイクル事業の具体案
－ アクションプラン

イ．フェーズ２
有害産業廃棄物処理・リサイクルのモデル事業のＦ／Ｓ調査を行うフェーズ２は、フェ

ーズ１で提案された具体案に基づき、フィリピン国側が事業主体を確保し、資金源の確保
の方法を明確にできた場合に実施する。詳細な調査内容については、事業団がフェーズ２
実施の条件が満たされたことを確認した上で、フィリピン国側と協議を行い、I/Aの署名
をもって決定される。

ウ．技術移転に関する事項
EMBより、調査の一環としてセミナーやワークショップの開催や、有害産廃担当者への

トレーニング実施の提案があり、これをM/Mに記載した。

エ．その他の事項については対処方針通り合意された。

2-2 本格調査の実施体制について

調査団は、本格調査の調査対象についてEMBと協議を実施し、以下の通り合意した。

（１） ステアリングコミッティ
EMBを中心的なC/Pとし、以下の機関から構成されるステアリング、さらにEMBから提

案のあった複数機関から成るステアリングコミッティを組織することで合意した。
－Environment Management Bureau (EMB), DENR
－Board of Investment (BOI), the Department of Trade and Industry (DTI)
－Environmental Protection and Monitoring Division (EPMD), the Department of Energy 

(DOE)
－Bureau of International Trade Relation (BITR), DTI
－Laguna Lake Development Authority (LLDA), DENR
－Philippine Economic Zone Authority (PEZA)

なお、BITRはEMBがステアリングコミッティへの参加を提案した機関であり、LLDA、
PEZAは協議においてメンバーとすることに合意したもので、これら機関の参加について必
要な調整はEMBが実施する。EMBは、フェーズ１開始までにステアリングコミッティを
組織するため、必要な調整を行うことをM/Mに明記した。

（２） ワーキンググループ
フィリピン国側は本調査の実施のため実務担当者を配置し、ワーキンググループとして

調査団と協力し作業を行う。
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（３） その他
調査団とEMBとの協議に、EMBと同じく要請書にカウンターパートとして挙げられた

BOI及びDOEの代表者は参加できなかった。しかしながら、両機関を調査団が訪問した際
には、調査に積極的に協力する意向を確認している。

特にフェーズ２の実施を検討、模索するにあたっては参加が不可欠と思われるBOI、
PEZAについては、ステアリングコミッティへの参加も含め、本件調査の実施については積
極的に協力する方針である旨プロ形調査時に確認しており、本格調査の実施において支障
はないものと思われる。

2-3 その他、調査関連機関への訪問

官団員の滞在期間中、BOI、DOEやNEDA 等、調査に関連する機関を訪問し、本格調査実施
に対する期待と協力の意向を確認した。

（１） BOI
本調査の実施機関の一員として、本調査への積極的な関与、協力が表明された。
調査団からは、本格調査の概要について説明の上、ステアリングコミッティへの参加や、

本格調査団の工場訪問のために必要な調整を実施するよう依頼したところ、BOIから了解
する旨の回答を得ている。またBOIからは、産業廃棄物管理に係るセミナーやワークショ
ップの実施について要望が出された。

（２） DOE
BOI同様、本調査への協力やステアリングコミッティへの参加する意向である旨確認し

た。
なおDOEでは、発電所等から排出される有害廃棄物の調査のプロポーザルを提出したが、

NEDAにおいてEMBからのプロポーザルと一本化されてしまった経緯について説明があっ
た。調査団は、当初エネルギー分野の廃棄物を調査対象として想定していなかったため、
調査対象して取り上げるかは本格調査時にDOEに伝えると説明した。

（３） NEDA
本格調査の概要案について説明の上、NEDA側からのコメントに対し、調査団から回答

した。特にフェーズ２に関して、調査団はNEDA側に以下の通り説明した。
・フェーズ2へ進むための事業主体については、調査の途中段階である程度のオプショ

ンを示し、フィリピン側が検討できるようにしたい。
・F/SのためにNEDAは再度要請書を提出する必要はない。
・資金ソースについての日本側の見方はない。調査の中でも、日本側資金の紹介はでき

てもコミットはできない。
なお、処理施設の資金ソースについては、NEDAとしても現在のところ考えはないとの

こと。

（４） 日本大使館
調査団から対処方針の説明の後、調査に対する要望として担当書記官から以下の通りコ

メントされた。
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・有害廃棄物処理は差し迫った問題であり、M/Pの作成はできるだけ早急に着手願いた
い。

・有害産廃施設の設置場所や事業主体をフィリピン側で選定させるために、本格調査に
よって選定条件等を明らかにし、フィリピン側に提示する。

・クリーン・エア・アクトによる有害産廃施設の建設への影響を確認する、 等

（５） 日本人商工会議所
調査団から対処方針の説明の後、日本人商工会議所の環境委員会と意見交換を行った。

環境委員会のメンバーから出されたコメントは以下の通り。
・商工会議所メンバーに対して産業廃棄物の調査を行った。報告書はJICA事務所にも送

付している。また、セミナー（勉強会）も行う予定である。
・政府とのダイアログはDTI/BOIと行っている。先日も廃棄物問題でBOIと各商工会議

所とのconsultationがあった。DENRとの直接のダイアログはない。大統領府flagship委
員会には情報を入れている。PEZAは、対応としてはフィリピン政府の中で一番まと
もである。

・商工会議所メンバーでは、PEZA企業とBOI企業では、８：２くらいではないか。
・事業主体については、州知事とも話したことがある。日本企業で関心を示したところ

もあったが、ペイしそうにないとのことで消えた。政府サポートがわからないので、
事業主体になりたいところはなかなかいない。プラントを納入したい会社はあるが。

・DENRの工場立ち入り、罰金徴収のやり方には納得できないことが多い。
・焼却炉を持っている会社でも、現在は1年ごとの許可しか出ない。
・処理料金は日本より安くてしかるべき。事業を独占でやるとすれば、競争がないので

問題が出てきうる。

2-4 役務コンサルタントによる現地調査

役務コンサルタント団員により、フィリピン国の有害廃棄物管理の現状等について調査が実
施された。調査結果の概要は以下の通り。

なお、調査結果の詳細は本報告書の第２部を参照のこと。

（１） 企業の訪問調査
日系企業を含む、計３２カ所の企業について、環境天然資源省環境管理局(EMB)の調整

により訪問調査を実施した。各企業では、重金属を含む汚泥等、リサイクルや処理できな
い有害産業廃棄物を敷地内で保管しているのが現状で、早急な対策が必要であり、これら
の受入施設の設立に強い期待を抱いている。

（２） 有害廃棄物処理業者の訪問調査
計６カ所の有害産業廃棄物を受け入れている処理業者の訪問調査を実施した。全ての処

理業者が小規模で、取扱いが容易な有害産業廃棄物をリサイクルしており、いわゆる中間
処理を行う業者はなかった。その他EMBに登録されている処理業者は約１６カ所あるが、
全てリサイクル企業であり、重金属等の処理が困難な有害産業廃棄物を受け入れる中間処
理業者、さらには最終処分場の確保が今後の課題となる。
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（３） 政府機関の訪問調査
EMBを始め、貿易工業省投資委員会(BOI)、マニラ首都圏庁等、産業廃棄物行政に係る

政府機関に訪問調査を実施した。各機関から有害産業廃棄物対策に対する取り組みの必要
性が述べられた。また、中心的な役割を果たすべきEMBは人材、機材が不足しており、業
務実施体制が不十分で、今後改善が不可欠である。

第３章　今後の予定

フェーズ１については、フィリピン国政府と在マニラ日本大使館との間で口上書が交換され
た後、本プロ形調査の合意事項に基づき作成したI/A案及びM/M案により、JICA事務所とフィ
リピン国側のステアリングコミッティとで協議を実施する。合意に到れば、EMBとJICAフィリ
ピン事務所でI/Aを署名し、本格調査を開始する。

以上
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第１章フィリピン国の有害廃棄物に係る法律、行政、組織

１－１．環境関連法制度

1-1-1.   法制度設定の経緯

フィリピンにおける環境関連法令については大統領令を中心に、環境に関わる広範な分野に
ついて多数の法令が制定されている。法制度制定の経緯を表１?１に示した。1976年国家公害規
制令が制定され、大気汚染,水質汚染、騒音、廃棄物などの基準が定められた。本令の執行機関
は、国家公害防止委員会(NPCC: National Pollution Control Commission)であったが、1987年6月
環境・天然資源省（Department of Environment and Natural Resources、以下DENRと略）へ移
管された。並行して水質保全法､海洋汚染防止法などが制定されている。

1977年に発布された「フィリピン環境政策令」と「フィリピン環境基準」は1970年代から現
在に至る環境行政の基本となるもので環境基本法としての位置を占めている。PD1151号は「フ
ィリピン環境政策令」(Philippine Environmental Policy Decree)で、環境政策の理念、政府の責
任などについて規定しており、その第4条では環境影響評価制度（後述）を制定している。
PD1152号は「フィリピン環境基準」(Philippine Environmental Code)で、PD1151号を受けて、
大気、水質、土地利用、天然資源、廃棄物の5分野について環境に関わる制度、基準を制定し
ている。

環境影響評価（EIA）制度については、PD1152（1977）で全ての公共機関、民間の事業は環
境影響について検討を行わなければならないとし、PD1186（1978）では環境影響報告制度

（EIS）の確立を規定している。EISについても旧NCPPが管轄していたが1987年DENRが設立さ
れた際その組織に管轄が移管された。

1986年旧マルコス体制の崩壊により、新たにフィリピン共和国憲法が制定されたがそれまで
の環境関係の法制度はほぼそのまま引き継がれている｡新憲法､第２条１６節において「自然と
調和した望ましい生態環境に対する国民の権利は保障される」と規定しており、いわゆる「環
境権」が明確化されている。また第１２条第３節の国土利用､第１３条第４節の農地改革にお
いても環境問題に留意すべき旨の規定がある。

1990年有害物質ならびに有害廃棄物を取締まる法律の必要性に対応して､RA6969「毒性物質･
有害廃棄物および核廃棄物規制法」が発布され､1992年に施行されている。この法律は廃棄物
ばかりでなく､毒性物質をも取締まる包括的な法律で､有害廃棄物に関しては第3章「有害廃棄
物・核物質」の項で各種の規則が定められている。

また90年代において排出基準をもふくむ水質基準､大気基準の改定が行われたほか環境影響調
査の改定が行われている。1999年には交通排ガス公害や新たに問題となる大気汚染物質などに
対応するためフィリピン大気浄化法（Clean Air Act）が制定された。

以下本項では今回プロジェクト形成と関連のある､環境影響調査とClean Air Actについて簡単
に説明する。RA6969「毒性物質･有害廃棄物および核廃棄物規制法」については１－３．で詳
しく説明する。
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1-1-2.  環境影響評価法の概要

この法律は製造業が工場を建設するにあたって、また有害廃棄物の処理・処分事業を行なう
にあたって必要になることから概要を述べる。

環境影響報告（EIS: Environmental Impact Statement）法は既に1978年PD1586に制定されて
いたが、1996年それを強化すべく改定された（DAO-9637）。その骨子を以下に示す。

（１） EISの必要性
まずEISが必要なものを二つの角度から規定している。
１）環境影響度の大きいプロジェクト

たとえば重工業、鉱業、資源開発（森林など含む）漁業開発などのプロジェクトお
よびダム発電所の設置、埋立などインフラプロジェクト

２）地域的影響度の大きいプロジェクト
国立公園、水源、名所、動物保護、マングローブなどへの影響があるもの

（２） EISの手続き
１）上記「1）環境影響度の大きいプロジェクト」の場合

①企業はその必要性を確認した後、EISの様式に従ってEISのスコープをEMBに提
出する。
EMBは提出されたスコープを検討する。このとき住民などの意見も尊重され、若
干の修正など調整が行なわれ、スコープが決定する

②企業はスコープに従ってEISを実施するが、EISは最低限次のものが含まれるべき
であるとされている。
・プロジェクトの内容説明
・プロジェクトの範囲
・スコープごとの環境影響評価
・リスク
・モニタリングの方法
・モニタリングなどに必要な資金保有の明示
企業はこれらの内容を記載したEISレポートをEMBに提出する

③提出後15日以内にEMBは提出されたEISを評価する実務組織としての
EIARC(Environment Impact Assessment Review Committee)を組織してそのレビュ
ーをおこなう（検討期間60日）。このレビューのための指針としてEIS Procedural 
Manualというものがある。またこのレビューには公聴会を伴なうこともある。レ
ビューが終了すると15日以内にEIARCの報告書が提出される。

④EIARCの報告書にもとづいてEMB 局長は決定を行ない（15日以内）、最終裁量
が長官に委ねられた後ECC「Environmental Compliance Certificate」が発効され
る。

２）地域的影響度の大きいプロジェクト
①まず申請者はIEE（Initial Environmental Examination初期環境調査書）を

EMPAS(the Environmental Management and Protected Assessment Sector：DENR
の地方事務所が構成)に提出する。同時にこのIEEは地域のEMB地方局、自治体市
長などにも提出される。
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IEEの内容として次のものを含むものとする
・環境の状況とそれがプロジェクトから受けるインパクト
・プロジェクトの簡単な説明（内容、方法）
・インパクトの緩和方法
・住民との関連検討
・母体への影響検討

②EMPASはIEEを受け取った後レビューする（30日）。
③上記レビューならびに公聴会など終了した後15日以内にEMPASはDENRの地方局

長に報告書を提出する。その後局長はECCを直ちに与えるか、さらに申請者に
EISを行なわしめるかを判断する。

④EISが必要となった場合申請者にEISのスコープを出すことが要求され、それが適
当であれば申請者はEISを行なう。
その後EMB/REDがコーデネイトした公聴会などを経て、かつモニタリング方法
など議論した上で最終的にはDENR長官からECCが与えられる。

1)にくらべて2)はEISが必要となった場合その審議団体などが多く手続きは複雑であ
る。

1-1-3. Clean Air Actの概要

この法律は、フィリピンにおける将来の有害廃棄物処理施設の設計、建設にあたって考慮し
ておくべきものであるので概要を述べる。

1999年5月議会で可決され、大統領と上院議員の代表がサインしている。目的は大気汚染や大
気中の有害物質から人の健康と環境を守ることにあり、大気基準、排出基準など従来の基準の
見直しと強化を謳っているほか、オゾン破壊物質や残留有機汚染物質（POPs）への対応などを
掲げている。

施行行政機関はDENRである。内容として、
（１） 大気環境基準見直しと強化

従来基準に対して最新の知識や技術をベースに見直し、基準値を設定
基準値の設定などに対してはWHOの基準を一部参考にしている。

（２） 大気汚染モニタリングの強化
DENRがRGUなどと協力してモニタリングを行ない、分析レポートを作成

（３） 大気汚染防止防止対策に対する特別ファンドの設定
研究、モニタリング、機関の能力強化に対して汚染罰金などからの資金源を設置
DOST（Department of Science and Technology）などにおける研究開発の推進

（４） 工場排出規制の見直しと強化
工業プロセス、燃料燃焼プロセスにおいて基準値そのものは従来の値とあまり変わらな

いが、細かい細則が加わったほか、ダイオキシン/フランを規制（0.1ng/Nm3以下として
いる）

（５） 廃棄物焼却の禁止
病院廃棄物を含めて廃棄物の焼却を禁止

（６） 車両排気ガス規制の見直しと強化
車種ごとに基準値を細かく設定
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（７） 燃料、ガソリン品質、添加物の見直し
燃料中のSや、ガソリン中のPbについて新たな基準を設け、ガソリン中のPbについては

徐々に無くして行く方向がとられている。
（８） その他物質の規制

規制値そのものはまだ具体的ではないが、オゾン層破壊物質、グリーンハウス効果ガス、
そして有機残留汚染物質についても規制していく方向を掲げている。

有害廃棄物の処理法と関係する上記（5）は本法第20条で規定されているが、その仮訳を以下
に示す。

第20条　焼却の禁止
都市ごみ、医療ごみ、有害廃棄物の焼却で、そのプロセスが毒性と有害性を有するフュー

ムを排出するものと定義される焼却は禁止される。しかしこの禁止は、コミュニティ／近隣
の衛生、伝統的な農業、文化、健康、食事の用意、火葬のための伝統的で小規模な方法には
適用されない。

さらに、医療廃棄物を焼却処理する既存の焼却炉は、この法律執行から3年以内に廃止する。
加えて、中間的には病理性、感染性の廃棄物を焼却するものとして、これらの状況の監視は
DENR が行なう。

地方自治体はこの法にもとづいて、分別、リサイクル、コンポストを含む、包括的でエコ
ロジカルな廃棄物マネジメントの推進の義務がある。気候変動の影響への関心のため、分別
され、リサイクルされず、コンポスト化されない医療及び有害廃棄物のハンドリング、熱分
解、利用、処分のための、最新で環境に優しく安全な非焼却技術の利用をDENRは推進する。

本法についての施行細則が現在、各省庁関係者などで構成されたIRR(Implementing Rule 
and Regulation)委員会で検討されている。有害廃棄物の効率的な処理を推進する関係者から
は、焼却法であっても毒性と有害性をもったヒュームの排出がないように設計された焼却炉
についてはこの法律の規制から除外されるべく補則が設けられるなどの処置が期待されてい
る。
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１－２．行政組織

フィリピンにおける省庁の構成を図１?１に示す。フィリピンにおける環境行政は1987年に設
立された環境・天然資源省（DENR）が中心的役割をになっている。またその内部機関である
環境管理局（EMB: Environmental Management Bureau）が環境規制の中心的役割を果し、さ
らに環境影響評価制度などの実施機関となっている。

固形廃棄物管理については次のような分担になっている。
公共事業省　　　　　　　　廃棄物関連施設を監督
地方自治省・地方自治体　　廃棄物管理計画の策定

自治体の廃棄物（有害廃棄物を除く）収集処分に責任をもつ
環境・天然資源省　　　　　有害廃棄物の規制
保健省 医療廃棄物の排出と収集を指導（処理処分はDENRが規制）

たとえば都市ごみ（一般廃棄物）に関しては古くからマニラ首都圏庁（MMDA）や地方自治
体にその管理と権限が委ねられてきたこともあり、一時DENRの管轄下へ移行する試みもあっ
たが、それは成立せずDENRは基準の設定や法的管理に関与するなどはあるが実際の管理や計
画策定には係わっていない。すなわちDENRは一般ごみを除いた環境問題の管理にあたってい
るといえる。ごみ（固形廃棄物）は主にPD825号「ごみ処理法」、PD984「国家公害規制命令」
並びにDENR AO9850「ランドフィルのためのクライテリア」で指導されるがその管理はあく
までもMMDAならび地方自治体がそれぞれおこなっている。

廃棄物の処理･処分を行なう上で専門の業者にその業務を委託することがあるが、処理業者と
なるためには、ごみの場合はMMDAのPresidential Task Force on Waste Management の承認と
DENRからのECCを取得する必要があり、有害廃棄物の場合はRA6969にもとづくEMBの許可と
ECCを取得する必要がある。

EMBとならぶ重要な組織としてラグナ湖開発公社（LLDA:Laguna Lake Development 
Authority）が存在する。LLDAはラグナ湖地域の天然資源確保、環境保護のための総合調査、
開発計画立案などを実施する機関として設置された機関であり、本地域内の土地及び水に関す
る強大な権限を有している。LLDAは、当初は国家経済開発庁下の下部機関として設立された
が現在ではDENRの一組織になっている。

DENRは1987年に行政令第192号によって天然資源省を母体に組織化されたものであり、森林
資源の持続可能な開発、土地、鉱物資源の適正利用、社会的構成と資源の効率的使用および効
果的な環境管理を通じて国民の福祉を推進することが使命とされている。 DENRは官房7局
(Staff Office)と実務6局(Staff Bureau)から構成されており、行政区ごとに16の地方事務所

（Regional Office）を持っている。

官房局は次のとおりである。
・特別問題局(Special Concerns Office:SCO)
・総務局 (Public Affairs Office:PAO)
・計画・政策研究局 (Planning and Policy Study Office:PPSO)
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・外国援助・特別プロジェクト局 (Foreign-Assisted and Special Project Office)
・地域事務所局 (Field Operation Office)
・管理局 (Management Affair Office)
・行政局 (Legistrative Affair Office)
・法務局 (Legal Affairs Office)

実務局は次のとおりである。
・森林管理局 (Forest Management Bureau: FMB)
・鉱山・地球科学局 (Mines and Geosciences Bureau :MGB)
・環境管理局 (Environmental Management Bureau :EMB)
・生態系研究開発局 (Ecosystems Research and Development Bureau: ERDB)
・保護区・野生生物局 (Protected Areas and Wildlife Bureau:PAWB)
・土地管理局 (Land Management Bureau: LMB)

DENR の職員数は20000人程度であるが、都市産業公害などを担う環境管理局（EMB）は150
人程度と多くはない。

DENRの付属機関としてはつぎの４つがある。
・公害査定委員会（Pollution Adjudication Board :PAB）

本委員会は、国家公害防止委員会（NPCC）の公害事件の裁定に関する権限と機能を引
き継いだ機関で、関係法令違反企業の告訴、公害事件の対処方法などについて、DENRの
最終決定を行なっている。
・国立地理資源情報公社(National Mapping and Resource Information Authority: NAMRIA）
・天然資源開発会社（Natural Resource Development Corporation : NRDC）
・国立電化局（National Electrification Administration: NEA）

DENRは組織変更が決定されており、近い将来には図１－２で示されるような組織になると
されている。

環境管理局　（EMB）
環境・天然資源省（DENR）の部局のうち環境管理、公害防止、環境影響評価などについ

て直接担当しているのは環境管理局（EMB）でDENRの中でも環境行政の中心機関である。
行政令第192にもとづくEMBの主な機能は次に示すとおりである。

・環境管理および公害防止計画に関する法律、政策、計画の策定
・地域事務所に対する政策、計画面での指導
・環境基準の設定
・環境アセスメント実施に関する法律規制の策定と技術協力
・有害物質および廃棄物の処理に関する法規制の指導
・環境管理に関する公聴会実施における協力
・公害裁定委員会（PAB）に対する協力
・国家環境戦略における官庁間の協力
・地域事務所に対する環境情報の供給
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・政策実施に関するDENR長官および地方事務所に対する技術協力
・地域事務所に対する環境調査研究に関する科学的協力
・地域事務所の行う環境政策の実施及び環境モニタリングの監督

EMBは法務部（Legal Division）、研究開発部（Research and Development Division）、環境
保全部（Environmental Quality Division）、環境教育部（Environmental Education Division）
の4つの部と、総務、管理、財務、秘書などの局長直轄部局から構成されている。現在の
EMB本部の職員数は192人（内、技術職107人、事務職85人）である。また、下に並べるよう
にEMB地域事務所を合わせると計85人である。

DENRは地方組織として16の地方事務所（Regional Office）、73の県単位の地方事務所
(Provincial Environment and Natural Resource Office)、 117のコミュニティ単位の地方事務所
を有している。これまで、大気、水質、有害廃棄物などの環境モニタリング、環境影響調査、
環境対策事業などの環境政策の実施は地方事務所を中心に行なうことになっていた。しかし、
1999年６月大気浄化法（Clean Air Act）成立後、EMBがその実施機関となることが決定され
たが、それに伴いEMBが政策立案のみを行う“Staff Bureaw”から政策の実施までも行う

“Line Bureaw”に移行することになった。これに伴いDENR地域事務所の環境担当部EMPAS
（Environmental Management and Protected Area Sector）のうち、環境管理を担当する部分が、
EMBの地域事務所として位置づけられている。地方事務所の組織図を図１－3に示す。許認
可について、工場からの排出に関しては大気ならびに水質については地方事務所の権限で許
可を与えたり申請を却下したりすることができる。有害廃棄物に関しては許可申請の窓口業
務を行なっており、EMBの本庁まであげられて許認可の決裁がなされる。
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１－３．有害廃棄物についての法律･行政

1-3-1. 概要

1977年に制定された大統領令PD1152号（フィリピンではじめて環境関連の法律を統合したも
の）では廃棄物の収集から処分にいたる総合的な管理･規制をうたっている。この法律はフィ
リピンにおける都市から発生する固体ならびに液体廃棄物のうち中間処理をも含む埋め立て、
処分についてのガイドラインを示している。

1980年後半の海外企業の進出に伴なう、ハイテク企業からの有害物質の排出や、原材料輸入
問題、そしてバーゼル条約などにおける有害物質への国際的な認識の高まりなどに対応して、
有害物質ならびに有害廃棄物を取締まる法律の必要性に応じ、1990年、フィリピン議会は「毒
性物質･有害廃棄物ならびに核廃棄物規制法」(Toxic Substances, Hazardous and Nuclear Waste 
Act)としてRA6969を可決した。

RA6969は有害物質、核物質などの輸入、製造、流通、輸送ならびに処分、廃棄を管理するた
めの法律である。すなわち有害廃棄物の処理だけでなく、有害な化学物質などをも取り締まる
法律でもある。

DENRがRA6969の執行組織にあたり、1992年にはそれを実施するための環境天然資源省令29
（Department Administration Order 29：略称DAO29）を制定した。 DAO29は事業者（企業）
がRA6969に適合すべき事項を定めた法規制である。DAO29の構成は次のようになっている。

第1章 概説・管理手法
第2章 有害化学物質
第3章 有害廃棄物ならびに核物質
第4章 禁止事項ならびに罰則
第5章 結び

このうち第2章は廃棄物ということではなく一般の有害化学物質を規制するものである。第3
章は有害廃棄物ならびに核廃棄物に関するものであるが、核廃棄物についてはフィリピン原子
力研究所の管理下におかれており、DENRの行政管理の範疇ではなくなっている。

以下今回のプロジェクト形成調査に関係する一般有害化学物質の規制について簡単に触れ、
さらに有害廃棄物の規制についてやや詳しく述べる。

なお、フィリピンでは産業廃棄物の定義がなく、産業廃棄物として規制する法律がない。一
方で有害廃棄物を規制する法律が設定されており、その管理についてはDENRに委ねられてい
る。有害廃棄物はRA6969で規定されている。

1-3-2. 有害化学物質（化学物質および毒性物質の管理）

（１） PICCS
フィリピンにおける化学物質は約24000種であり、この数字は年々増えている。これら

化学物質はPICCS(Philippine Inventory of Chemical and Chemical Substance)にリストアッ
プされ1995年DENRから発刊されておりコンピュータデータ・ベースとしても入手できる。
データの内容として物質名、ケミカルアブストラクトNo.(CAS NO)、その他国際化学物
質としての登録Noなどが記載されている。
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（２） PPCL
上記PICCSの中で次の観点から人の健康と環境に影響をおよす可能性のある物を選定、

特定化学物質としてリストアップしたものである（Philippine Priority Chemical List）。
・難分解性：土壌、水、空気中で半減期の長いもの
・毒性：急性毒性または持続毒性のあるもの、さらに催奇形性（teratogenie）、発癌性
（carcinogenicity）があるもの

・生体中での蓄積性のあるもの

1998年の時点で具体的には次の28種の物質が指定されている。
（1）1,1,1-トリクロロエチレン、（2）1.2-デフィニルヒドラジン、（3）砒素およびその

化合物（4）アスベスト、（５）ベンゼン、（6）ベリリウム化合物、（7）カドミウム化合物
（8）四塩化炭素、（9）クロロフオロカーボン（CFCｓ、溶剤）、（10）クロロホルム、（11）
塩化エタン、（12）クロム化合物、（13）シアン化合物、（14）二臭化エチレン、（15）酸化
エチレン、（16）ハロン（halons）、（17）ヘキサクロロベンゼン、（18）ヘキサクロロエタ
ン、（19）鉛化合物、（20）水銀化合物、（21）マイレックス(Mirex:C10Cl12、農薬)（22）
PCB、（23）ホスゲン、（24）ペンタクロロフェノール、（25）ポリ臭素ビフィニール

（PBBs）、（26）セレン、（27）トリブチルスズ、（28）塩化ビニール

これらの製造や輸入にあたってはDENRの管理にしたがう。すなわちDENRへ有害毒性
物質としての届け出を行ない認証番号（ID）を取得し、1996年を起点に2年ごとに報告書
を出すことなどが義務づけられている。

（３） CCO (Chemical Control Order)
上記PCLの中で人の健康や環境にとくに影響をおよぼす可能性のある物質の使用の規制、

限定、禁止のための指令であり、食品・薬品法（RA3720）や肥料・農薬法（RA1144）と
の関連もみて施行される。CCOの目的はあくまでも法RA6969の範疇で輸入や製造規制を行
なうもので、その意図はいきなりその物質の使用を禁止してしまうのでなく、徐々に無く
していくことにある。1995-1999年は5項目の物質を指定して管理しつつある。

・オゾン層破壊物質（施行している）
・シアン化物（一部施行している）
・PCB （ドラフト作成済）
・アスベスト（施行開始）
・水銀（ドラフト作成中）

以上が有害化学物質などの指定の状況であるが、フィリピンにおける化学物質の台帳ともい
えるPICCSにある物質数は先進国で使用されているものなどに比べると少ないので、新しい物
質を輸入、製造するような場合にはPICCSに照合した上でそれに掲載されていないときは届出
が必要である。それをPMPIM(Pre-Manufacturing,Pre-Imposition Material)と称しており、新た
なものはPICCSに登録すると共にPCLに相当するか否かの評定を受けることになっている。

－13－



1-3-3. 有害廃棄物

フィリピンにおける有害廃棄物の定義、排出事業者、輸送・処理・処分事業者の義務につい
てはDAO29の次の各条項でかなり明確に示されている。

第24条 基本理念（発生量を最小限におさえリサイクルを重視していく）
第25条 有害廃棄物の分類
第26条 排出事業者の義務
第27条 輸送事業者の義務
第28条 マニフェスト
第29条 保管に関する規定
第30条 中間処理・保管・処理事業者の義務

（１） 有害廃棄物の分類定義
フィリピンにおける有害廃棄物の定義は、次に相当するものとしている。
・毒性がある（毒性、発癌性、催奇性、変異原性など）
・反応性が高い（一般環境下で不安定で、急激に変化する可能性のあるもの、水と反応

して毒性を示したり、爆発性のあるもの）
・発火性が有るもの　（各種油や溶媒）
・腐食性があるもの　（アルカリ、酸）

フィリピンには産業廃棄物という言葉はあるものの法律的に取り締まるカテゴリーがな
く、法規制上は廃棄物の分類が一般廃棄物か有害廃棄物かになっている。したがって日本
では単なる産業廃棄物としての引火点の高い廃油類なども上記の定義に従うと有害廃棄物
となってしまう。日本でいう特別管理産業廃棄物（有害物質をもふくむ）の定義よりフィ
リピンにおける有害廃棄物の範囲は広く、かつ物質名も多い。そして廃棄物の種類にもと
づいてさらに産業区分などの出所別に細目を分類し合計153種類の有害廃棄物のリストと指
定番号がつけられている。

この法律では有害物質を排出する事業所（Generator）、輸送業者(Transporter)、処理・
処分・保管などに携わる事業所（TDS: Treatment, Dispose, Storage）について、かなり厳
しい規制や許認可、そして罰則などを設けている（次の図）。
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有害物質の指定と規制対象事業所

但し次のものは（DENRの管理による）有害廃棄物に相当しないとしている。
・一般家庭ごみ (Garbage from domestic premises and households)
・処理した下水汚泥 (Industrial and commercial wastewaters which are disposed of on-site 

through the sewage system)
・指定された有害物質を含まない固形廃棄物(Industrial and commercial solid wastes 

which do not contain prescribed hazardous wastes as identified in Table 1 (Sec.24 DAO 
No.29))

・アスベスト含有以外の建築廃材 (Material from building demolition expect asbestos)
・浄化槽からの排水ならびにスラッジ (Specific tank effluents and associated sludge 

wastewaters)
・鉱山などから発生する未処理発掘土、鉱山処理物質とその鉱山の維持に必要な物質

(Untreated spoils from mining, quarrying and excavation works but not materials in the 
nature of tailings, commercially treated materials and mine facility consumables)

有害廃棄物の排出者は自己の排出する廃棄物がどれに相当するかを、正確に捉えた上で
DENRへ届け出る。そしてDENRは排出事業所の管理について次の3つの区分をしている。
その分類は産業別に下表のようになっている。

・区分1事業所　　最も厳しい基準を設定
・区分2事業所　　普通の基準
・区分3事業所　　軽度の基準
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有害廃棄物排出事業所の区分

（２） 有害廃棄物排出事業者の義務
排出者の義務が第26条に示されている。排出事業者は後述する有害廃棄物の輸送業者ま

たは処理業者と相違し、生産工程などから有害廃棄物を排出すること自体については許可
書を受ける必要はない（間接的には建設時のECC取得などで制約）が、排出物質の登録義
務あるほか、次のことを要求されている。

・有害廃棄物の排出状況について報告すること
・所内管理基準を設定すること
・前もって運搬基準を設定すること
・事故発生時の対策を立てること（漏れ、汚染などの対策と責任体制）
・作業者の教育を行うこと
DENRへの報告頻度は上表の排出事業所区分に応じて1年から3年となっている。保管に

ついてはラベル、容器状態の点検、周辺汚染状況のチェックなどが義務付けられている。
また排出事業者は後の輸送や処理に必要な廃棄物に関する情報を提供する義務がある。例
えば出荷にあたっては許可書を持った輸送業者をえらび適切なラベルを貼り、輸送途中で
万一事故が起こった場合の処置方法を明示しなければならない。ラベルには排出事業者の
名前ならびに有害廃棄物の内容を明記し輸送番号（マニフェスト番号）をつける必要があ
る。

（３） マニフェスト
マニフェストについてはDAO29、第27条から第30条にかけて書かれている。それによれ

ばすべての有害廃棄物は発生から処分に至るまでその移動経路が明確でなければならない。
マニフェストは、以下から成る。

・排出者から輸送業者へのマニフェスト
（両者のサインのある書類を排出者がDENRへ送る）

・第1輸送者から第２輸送者へのマニフェスト
（両者がサインして第1輸送者が保管する）
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・輸送者から処理業者（TDS: Treatment, Dispose, Storage）
(両者がサインしてTDS業者がそれを5日以内に排出者とDENRへ送る)

そして30日間経っても排出者のもとにマニフェストが戻らないときは、排出者はTDS業
者に連絡して状況を調査することになっている。

（４） 輸送業者の義務
有害廃棄物を輸送する輸送業者は次の義務がある。
・すべて輸送業者はDENRへ登録し、DENRの輸送業者認証番号（ID）と許可書（ライ

センス）を得なければならない。
・マニフェストに記されたとおりのすべての積み荷を排出者からTDSへ輸送しなければ

ならない。
・もしTDSが予定どおりにその荷を受け取らないような場合は輸送業者は排出者に連絡

して排出者のもとへ戻すか、代替のTDSへ輸送しなければならない。
・輸送者は積み荷の内容の知識をもち、不測の事故の場合の対応策を教育されていなけ

ればならない
・事故などの場合は10日以内にDENRへ届け出る。
・年1回DENRへ年次報告する。

（５） 処理・保管業者の義務
処理（Treatment）、保管（Storage）、処分事業者(Dispose)を合わせてTDSと略称してい

る。 TDS施設は次のように分類それぞれが守る基準などに多少の相違があるが、基本的に
はDENRからの許可書をもっていることと、DENRに対する処理処分の状況などについて
の報告義務である。

処理・処分事業所はそれが建設される際において、各種の条件を満足することが要求さ
れ、その中で重要なのはEISをDENRへ提出して、ECCを受けていることが処理・処分事業
許可書取得の条件となる。

１）TDSの分類　(Category)
A On-siteで処理・処分をする施設
B 有害廃棄物処理焼却炉
C 有害廃棄物を受け入れる最終処分場
D 有害廃棄物から有価物をリサイクルする施設
E 有害廃棄物を受け入れ、不活性化、固定化を行なう施設
F 有害廃棄物を受け入れて30日以上保管する施設

このうち、B（焼却施設）については医療廃棄物の処理を除いて集中管理施設はない。
C（最終処分場）、E(処理施設)についても集中管理施設は存在しない（集中管理施設と
は各排出もとより収集･運搬して集中的に処理・処分する施設のこと）。

２）TDS施設を建設・運営するにあたっての義務
・DENRからの認証番号（ID）の授与
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・建設許可書 (permit)取得
・操業許可書 (permit)取得
・廃棄物の受け入れと選別方法の設定
・事故の場合の対策の明示
・作業員教育
・公害なく運転する操業内容の明示（プロセスの内容説明、施設規模、操業条件）
・操業終了後の処置
・資金の能力の証明

３）許可の取り方
TDSの許可を受けるにあたっては施設は環境影響報告（EIS）を提出する必要がある。

許可を要求されたDENRはTDS許可検討委員会を設けてその内容を検討する。上記建設
のための許可書は提出されたEISに必要なことが記載されていれば取得する必要はない。
操業許可書はその詳細を記述した書類を申請DENRの検討をはかることになっている。

４）公衆への情報公開
DAO29では有害化学物質や有害廃棄物排出、処理、処分にともなう一般の知る権利を

保障している。地方自治体からの要求があった場合はDENRは排出者ならびにTDS施設
に関する次の情報を公開することになる。

・有害廃棄物の排出量、処理、未処理、輸送の状況など
・主要事故の内容
またTDSを許可するにあたってDENRは公聴会を開催することがある。

５）施設への立ち入り検査
施設の所有者、管理者は施設の建設または変更の60日前にDENRへ届出を出すことに

なっている。TDS施設の建設や操業において例えば次のことについてDENRは立ち入り
検査権を有する。

・施設における処理、保管の状況
・DENRによって設定された排出基準との適合性
・地下埋没タンクや配管の状況

６）TDS事業者に要求される資金的能力
TDS事業者はその運営（運転）終了後の閉鎖ならびに閉鎖後の跡地管理に責任がある。

また操業において万一周辺の人や、物件に被害を及ぼしたときはそれを償う義務がある。
操業許可書を得るにはその管理を行なうに足る資金力があることを示す必要がある。

７）TDSの分類とそれぞれが遵守すべき事項
DAO29は前述のTDSのそれぞれの分類が遵守すべき事項について規定している。現在

Clean Air Actでその実施が規制された焼却炉を主体とした処理事業所については
Category Bで説明されている。
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①Category A事業所
これは排出事業所が自己の敷地内で有害廃棄物の処理をするものである。事業所は

排出事業者としての基準、ならびに下記のB,C,D,E,Fに相当するTDSとしての基準に適
合していなければならない。

②Category B事業所（焼却施設）
この事業所に要求されることは次の事項である。
(1) 公害対策設備を保有し、排出基準を守ること
(2) 有機化合物などの分解度は除去効率（DR）が99.99?99.999％であること

そしてその他の物質の煙突からの排出量は次のとおりであること
HCl 1.8kg/h以下
粉塵量　　　 180mg/m3以下（ドライベース）

(3) 次のサンプリングと測定が一定の頻度で行なわれること
排ガス Cl2 , HCl , NOx, SOx
スクラバー 水質の測定
灰 発熱量、ハロゲン物質、Pb,Hg

(4) 灰や排水の管理がなされること
(5) 工場閉鎖ならびに工場閉鎖後の計画とその維持についての資金力を証明する

こと
(6) 建設完了後の試運転結果（例えば公害基準への適合性などを）報告すること
(7) 自己モニタリングの方法を提示すること

③Category C事業所（最終処分場）
Category Cは有害廃棄物の埋立処分に関するもので、次のことが規定されている。

日本の産業廃棄物の管理型最終処分場に近い考え方が取り入れられており、遮水をし
ていない（日本でいう）安定型への投棄は禁止している。
（1）設計と操業についての要求

・ライナーを敷き集排水機能をもたせること
・廃棄物の飛散対策がなされていること

（2）地下水などある頻度でモニタリング機能がそなえられていること
（3）燃焼性、反応性ををもった廃棄物は投棄不適切とし受入れぬこと
（4）容器に入れられた廃棄物も処分できること
（5）閉鎖、閉鎖後の計画の明示

・埋め立て場の最終被覆方法の設計が適切であること
・最終被覆のメンテナンスが明示されること
・閉鎖後の浸出水の処理計画、地下水を含むモニタリング計画が明示されるこ

と

④Category D事業所（リサイクル設備）
最終目的がリサイクルであっても有害廃棄物の受け入れや、処理が前提でリサイク

ルが行なわれるので、この設備もTDSとしての基準に適合することが要求される。
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他のCategoryと比べると規制内容は少ないが次のことを守らなければならない。
・廃棄物の受入れ基準
・処理記録とDENRへの報告
・マニフェスト

⑤Category E事業所（有害廃棄物の処理）
ここでは、
・毒性を減少させる、または無くするなどその物質を変化させる。
・不活性化する（溶出しにくくする）。
・減容化して物質をコントロールしやすくする。

などの処理がおこなわれる。DAO29では次のような方法を示唆している。
・物理化学的方法：中和、金属回収、吸着、イオン交換、固化、安定化など
・生物化学的方法：バクテリアによる処理
処理された物質の最終処分の方法については処理の度合や、浸出水の状況から決め

るようにと記述されており、指針としては溶出試験方法などの判定基準がないため具
体性に欠ける。

この処理事業所運営許可のために明確にすべきことを整理すると次のようになる。
・処理能力
・有害廃棄物の種類
・処理プロセスの内容
・排水の組成、量
・サンプリング、分析方法
・処理状況や排出物に関するモニタリング方法
・処理工程から発生する残さの管理
・有害性処理割合
・閉鎖計画

⑥Category F事業所（保管所）
これは主として次に示す容器などを保管管理するものである。
・容器（ドラム缶など）容器保管所
・貯蔵タンク
・ラグーン
・パイル
それぞれについて保管上の注意や検査、モニタリング法が指導されている。
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１－4 関連機関・関連団体

1-4-1 国家経済開発庁（NEDA）

国家経済開発庁（National Economic and Development Authority: NEDA）は、国家開発計画
と環境政策の調整を行なう。また環境省庁の幹部レベルでNational Land Use Committeeが土地
利用計画の調整のため設けられ、NEDAの地方局長が議長を務めている。NEDAには環境部門
はないが、農業及び貿易・工業に関して環境専門職が1名ずつ配属されている。

1-4-2 公共事業省（DPWH)

公共事業省(Department of Public Works and Highways: DPWH)は、インフラ整備に責任を持
つ政府機関であり、DPWHの環境関連の所管事項としては、水道、下水道やごみ処理施設の建
設、維持管理、河川環境保全事業の実施、排ガス規制のための交通管理の実施、マニラ首都圏
におけるごみ処理施設（中継基地、最終処分場）の設計、建設に責任を持っている。また、公
共事業実施にあたっての環境影響評価（EIA）を数多く担当しているが、法律上対象とすべき
事業すべてについて実施しているわけではなく、特に必要と考えられる事業についてのみ実施
されていると考える。

1-4-3 保健省（DOH）

保健省（Department of Health: DOH）は保健医療、公衆衛生及び厚生福祉行政に責任をもつ
政府機関であり、全国のトイレ、浄化槽などの公衆衛生行政、マニラ首都圏を除く地方の廃棄
物処理行政、水道水、食品、食料の検査なども管轄している。公衆衛生の保全及びモニタリン
グとしては、飲料水が水質基準を満たしているのかのモニターと、地方自治所管のごみ処理施
設が周辺環境の悪化を起こさないよう管理されているかの監視を担当している。モニタリング
の結果、必要な場合は当該地方自治体に改善勧告もしくは閉鎖命令を出すことができるが、実
態としては改善勧告もしくは閉鎖命令が地方自治体に受け入れられないことも多い。

1-4-4 貿易工業省（DTI)

貿易工業省(Department of Trade and Industry: DTI)はフィリピンにおける貿易及び産業開発
の促進政策を管轄する政府機関であり、投資促進、産業振興などを基本政策の立案を行ってい
る。

環境関連政策としては、公害発生工場の設立許可、工業団地の開発、環境技術の促進などが
あり、産業立地政策を通じた環境政策を実施している。とくにマニラ首都圏から工業立地の地
方分散による公害発生源の集中回避、公害発生型工業の工業団地化、公害防止設備の設置促進
政策などがある。これらに関連する機関として、省内に投資委員会(Board of Investment: BOI)
が設置されている。

（１） 投資委員会（BOI）
フィリピンでは投資促進を行うため、1968年に投資委員会（BOI）が発足し、1970年か

ら中央銀行による外資導入統計の本格的集計が開始されるとともに、外資導入のための積
極策が講じられるようになった。BOIは、優先分野の投資に対して優遇措置を与えている
が、この投資インセンティブを利用して環境政策を実施している。例えば、工場のマニラ
首都圏外への立地、公害防止設備の導入などについては、法人税の優遇措置を与えている。
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１）BOI登録企業
申請書類をBOIに提出し書類評価で問題ないとされた企業（登録企業）は、以下の

条件の１つを満たせば奨励措置を受けられる。
・投資分野が、投資委員会が毎年発表する投資優先計画（IPP：Investment  

Priorities  P1an）に記載されている
・製品の50％以上を輸出（外資比率40％以下の場合）
・製品の70％以上を輸出（外資比率40％以上の場合）

注1)投資優先計画（IPP）とは、BOIが毎年、収益性・開発目標への貢献度、産業
間・国際間の比較優位性・適正生産量等を考慮し、長期的な観点から作成さ
れた投資を優先する分野のリストである。

注2)前述の輸出比率の判定における「輸出」には直接輸出以外に以下も含まれる。
・他のBOI登録輸出業者への販売
・輸出製造業者の保税倉庫への販売
・輸出製造業者同けの原材科供給
BOIはIPPの中で特に優先する分野をパイオニア、それ以外を非パイオニアとして指

定し、パイオニアは外資規制や奨励内容において非パイオニアよりも優遇している。
パイオニア分野として規定されているものには以下のものがある。
・フィリピンにおいて商業ベースで生産されたことのない品物・製品・商品・原材

料の単なる組立て・包装のみでなく、それを生産・加工・製造する事業
・いかなる要素・物質・原材料であれ、それをフィリピンで今まで試されたことの

ないデザイン・方法・方式・工程・システムを用いて、別な材料ないしは完成品
に生産・加工する事業

・国家の食料自給計画に照らして必要な農業
・従来と異なる燃料またはエネルギー源を使用する装置の製造

２）BOI登録企業に対する優遇措置
BOI登録企業は、以下に示す種々の恩典を受けられる。
①所得税免除措置等

新規登録の非パイオニア企業は法人税が４年間免除され、新規登録のパイオニア
企業は法人税が６年間免除される。なお以下に該当する場合、各々１年間延長され
る。
・国内産の原材料を、投資委員会が設定した比率で使用している場合
・「年間労働者数に対る資本設備の比率（従業員１人当たりUS＄10,000）」の規定を

満たす場合
・純外国為替貯蓄ないし収益が操業開始後３年間50万ドル以上の場合

事業拡大中の登録企業は、拡張に見合う部分につき3年間法人税が免除される。
②労務費に関する追加控除
「年間労働者数に対る資本設備の比率（従業員１人当たりUS＄10,000）」の規定を

満たす場合登録後５年間は、直接労働者数の増加に応じて、労働者の賃金の50％を
課税所得から更に控除されるものとする。なお、事業が低開発地区で行われるなら
ば、この追加控除は上記の倍の額とする（本追加控除は法人税の免税と同時には受
けられない）。
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③輸入資本財に関する免税措置
本法施行後５年以内は、国内で調達出来ない等の一定条件を満たす機械、設備を

輸入する場合、関税その他国内諸税を免税とする。
④国内資本財の税額控除

本法施行後５年以内は、機械等、設備を国内で調達したときに課税される、国内
諸税相当額を控除できる。 その他、関税手続きの簡素化、外国人雇用規制の綬和等
がある。

３）廃棄物処理事業へのインセンティブ
BOIの投資優先計画（IPP）で近代化プログラムに位置付けられる事業は、執行令

（Executive Order 226）に基づき商業運転開始後３年間の法人所得税の免除や他の奨
励措置を受けられる適格要件が与えられる。この中で、有害廃棄物処理に係る以下の
事業もこの近代化プログラムに位置付けられている。

・廃棄物の減少を目指すリサイクル事業
・毒性・有害廃棄物を処理、貯蔵及び廃棄する処理施設の建設
・排ガス、排水及び他の環境項目を分析・測定するサービス事業

４）Clean Air Actに対する見解
DTI/BOIは、Clean Air Actの施行細則を検討するIRR（Implementing Rule and 

Regulation）委員会に2000年2月16日、下記の見解書を提出している。
・政府は焼却施設及び許可される熱処理施設の明確な定義を行う必要がある。

許可される熱処理施設に係るガイドラインを示す必要がある。
・他の欧米及びアジアの先進国では、廃棄物の焼却処理を全面禁止しているわけで

はないことを考慮すべきである。例えば、台湾環境保護管理局では、ダイオキシ
ン排出基準を0.1ng/m3に抑えかつ飛灰の固定化装置を備えた新規の廃棄物焼却施
設を2003年までに36ヶ所建設する計画をしている。

・追加情報として、Clean Air ActのIRR（Implementing Rules and Regulations）委員
会には、米国における廃棄物焼却炉ならびに熱処理設備に関する規則が送られて
おり、必要であれば入手可能である。

・有害廃棄物及び産業廃棄物の処理は困難を極めるため、政府はインセンティブ提
供及び早期許可を出すことによって産業廃棄物処理の建設の必要性に言及すべき
である。

・WHO基準に合致しWHO基準で禁止されてない焼却施設であった場合でも、既存
の処理事業者は操業許可のために、｢焼却施設｣の用語の変更をしなければならな
いのか。

・この法律によれば、既存の焼却施設は法律施行後最大３年間操業できる。しかし、
一部の処理業者によれば年更新の操業許可を円滑に得ることはできないと言って
いる。政府当局は、これを説明する義務がある。

・有害廃棄物の定義を明確にすべきである。Clean Air Actに係るIRRでの定義は、有
害廃棄物に係る共和国法RA6969に整合すべきである。

・廃棄物が燃焼ガス化したとき、廃棄物の分類及び排ガス基準を確立する必要があ
る。

・バイオマス火力発電が許可される理由を明確に説明する必要がある。
・炉で焼却する物質を変更する場合、ECC（環境適合承諾書）を既に取得した企業

がECCを変更しなければならないかどうか、EMBは明確に示すべきである。
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・熱処理施設のモニタリングを行う責任を明確にすべきである。産業界はEMBに承
認されたモニタリング方法を企業側で行うことを提案する。

・野焼きの許可は、Clean Air Actの焼却禁止とは整合してないように思われる。野
焼きの中にも、プラスチック及び有害廃棄物を含み、高温熱処理施設のコントロ
ールされた状態で排出されないような汚染物質も発生させることがありうる。焼
却できる材料のみならず、許可された野焼きの規模及び量が明記されるべきであ
る。毒性の煙を出す野焼きは、禁止されるべきである。野焼きは、伝統的な方法
で行われる環境汚染を及ぼさない植物性の廃棄物に限定されるべきである。火事
災害や健康被害が懸念されるため、都市部の野焼きは禁止されるべきである。

1-4-5 経済加工区庁（PEZA）

工業化及び輸出産業の育成のため大統領令第66号により1972年に輸出加工区庁（EPZA: 
Export Processing Zones Authority）が設置された。1995年にフィリピン政府で機構改革が行わ
れ、共和国法（Republic Act）No. 7916に基づき、前身のEPZAからPEZA（Philippines 
Economic Zones Authority）が成立した。EPZAは、公共投資による輸出加工区（Export 
Processing Zones：EPZ）の開発が主たる任務であったが、PEZAはEPZAの従来の任務に付加
え、特別経済区（Special Economic Zones：エコゾーン）の管轄も行うことになった。

優遇措置としては、輸出入税関の免除、税額減免、海外投資の保証、外国為替割り当ての優
遇、自由入国措置、輸出入手続きの簡素化などがある。環境応諾証明書（ECC）の取得につい
ては、優遇策はなくDENRに環境影響報告（EIS）を提出している。

PEZAが成立した1995年は、それまでに開発された既設の工業団地はEPZAが直接建設・運営
するEPZが４ヶ所、Baguio（総面積66ha）、Bataan（総面積1,209ha,うち345haが工業用地）、
Cavite（総面積66ha）、Mactan（セブ州、総面積119ha,うち83haが工業用地）、一般工業団地が
12ヶ所、計16ヶ所であった。PEZAは、比国全土において、122のエコゾーンを管轄しているが、
現在稼動しているのは、このうち、62（約1,000社）である。Region IVのほとんどの企業は、
すべてエコゾーン内にあり、このうち50％以上は日系企業である。

PEZAは、エコゾーンのディベロッパー及び入居企業に対し以下の投資優遇策を与えている。
１）エコゾーン入居企業に対する優遇策

A. 4～8年に亘る法人所得税免除措置
B. 上記の法人所得税免除措置に続き、国税・地方税の課税に替る特別税として総所得

の５％を納税するオプションの付与
C. 製造に必要な機器、部品、原材料、副資材の輸入に係る関税の免除
D. 港湾利用に係る公費及び輸出税の免除
E. 特別法人税（総所得の５％）のうち政府歳入部分３％の中で、従業員の開発訓練に

要した総費用の50％の追加免除
F. 外国投資者及びその直属親族に対する永住権の付与
G. 外国人の雇用許可
H. 輸出入手続きの簡素化
I. その他施行令226（Omnibus Investment Code 1987）に基づくPEZA理事会が認めた

優遇策
２） エコゾーン・ディベロッパーに対する優遇策

A. BOT法に基づく優遇策
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B. 開発区周辺の関連インフラ整備
C. エコゾーン入居企業に付与される優遇策のうちE.、F. 、G.
D. 内資、外資企業に対するエコゾーンへの誘致支援
E. その他施行令226（Omnibus Investment Code 1987）に基づくPEZA理事会が認めた

優遇策
有害廃棄物は、PEZAにとっても最重要課題のひとつであり、有害廃棄物については、

以下の考え及び懸念を持っている。
・有害排出事業者の中には、不法投棄している企業もあり憂慮している。
・現在、持続可能な開発の問題が残っている。
・新技術が開発されるたびに、新規の有害廃棄物が発生していることに憂慮している。
・本件の有害廃棄物処理の問題については、EMBとともに取組みたい。

1-4-6 マニラ首都圏開発庁（MMDA）

マニラ首都圏開発庁（MMDA: Metro Manila Development Authority）は、マニラ首都圏13
市・４町を網羅する大統領府に属する国の機関で、マニラ首都圏の廃棄物処理、土地利用計画、
交通計画、河川管理などを統括している。マニラ首都圏は人口9,454,040人（1995年９月）、面
積636平方kmで、フィリピンの政治経済の中心地である。

MMDAは、計画部、業務部及び財政部の3つの部局からなり業務部の下には次のような下部
組織がある。環境衛生センター＝Environmental Sanitation Center: ESC、

・バランガイ管理センター
・交通管理センター
・インフラ整備実施センター
・技術管理センター保健管理センター

MMDAの総職員数15,000人のうち7,793人がごみ処理に従事しており、2000年の総予算額15億ペ
ソ（38億円）のうち約９割は業務部に支出されてる。

MMDAは、サンマテオ及びカルモナの衛生埋立処分場とパヤタス及びカトモンの２箇所のオ
ープンダンプサイトを運営・管理している。各自治体から排出された都市廃棄物については各
自治体が収集・運搬を基本とし、MMDAは最終処分場との中継基地の運営・管理のみを行って
いる。なお現在ラオス・ピナス中継基地及びカルモナ衛生処分場は、一時閉鎖されており、再
建計画は未定である。今回の調査対象である有害廃棄物については、DENRの管轄であるが、
MMDAは本調査については、多くの工場・企業がマニラ首都圏に集中して存在している理由も
あって、非常に興味を示しており、今回及び本格調査においてもEMBに協力できるものと答え
た。特に、パッシグ川沿いには中小企業群が連立しており、有害廃棄物を不法に垂流している
と聞いている。EMBの有害廃棄物の排出事業者・処理業者に登録されている企業群とは別の観
点から、大小の企業から排出されている有害廃棄物の処理実態について把握できるものと期待
される。

1-4-7 ラグナ湖開発公社（LLDA））

ラグナ湖開発公社（Laguna Lake Development Authority: LLDA）はラグナ湖及びその流域に
おけるすべての開発と環境保全を管轄するために1966年に設立された機関で、国家経済開発庁

（NEDA）の下部機関であったが、1992年DENRの下に移管された。具体的にはラグナ湖水域に
おける漁業を中心とした産業開発の促進、土地利用規制、ラグナ湖の水質保全、環境法規制の

－25－



実施、その他省庁間の調整であり、ラグナ湖の水質の測定監視、調査研究が行なわれている。
LLDAは10の部局（Divis ion）から成るが、環境行政は環境保全部（Environmental

Protection Division）が担当している。同部はさらに分析課（Laboratory Section）と公害防止課
（Pollution Control Section）に分かれている。

LLDAの施策は、理事会（Board of Directors）によって決定されるが、これは複数の政府機
関の代表者、関連する地方自治体の知事及び市長、ならびに民間業者の代表者から構成される。
また、開発調整委員会(Coordinating Council)が、漁民、NGO及び政府機関三者間の調整のため、
年4回開催されている。

水質モニタリングは、20項目について湖内5地点で月2回、5項目について支流河川の6地点で
月1回定期的に行なっている。工場排水や底質の調査も行なっているが、機器がないため上下
水道公社(MWSS)などへ分析を委託している。また大気質や工場排ガスの環境管理もLLDAの業
務範囲になっている。

1-4-8 フィリピン公害防止管理協会（PCAPI）

フィリピン公害防止管理協会（Pollution Control Association of the Philippines Inc.: PCAPI）
は、14の業種別に約300の企業を会員に持つ非営利団体である。マニラ首都圏の事務局には、
３名の職員が常駐し、他の５つの地域に支部を持つ。運営は、会員からの会費によりまかなっ
ている。現在海外ドナーとの関連はないが、将来関連を持ちたいと考えている。主な活動は、
セミナーの開催であり、その一環として、EMBやLLDAとともに、製造業の企業に置くことが
義務付けられている公害防止管理者（Pollution Control Officer: PCO）や地方自治体職員を対象
としたセミナーを実施している。セミナーは、平均45名程度の規模である。有害廃棄物も、セ
ミナーのテーマのひとつであり、その定義や扱い方について議論がされている。

代表のLeon氏は、有害廃棄物について以下の問題点を指摘している。
・現在の有害廃棄物の定義に問題がある。例えば、食品加工業から排出される有機汚泥が

有害廃棄物に分類されている。
・有害廃棄物をどこに持ち込めばいいのかについてEMBの指導もない。その背景には有害

廃棄物を処理・処分する処理施設が充分にないという現状がある。
・有害廃棄物の量に比べて処理業者の数が少ないので、処理業者が顧客を選択している。

1-4-9 フィリピン環境配慮ビジネス（PBE）

フィリピン環境配慮ビジネス（Philippine Business for Environment, PBE）は92年設立のNPO
である。経済成長と環境保全がバランスを保つ持続的な開発であるべきだという原則に則り、
産業界に対して環境への配慮をよびかけている。専従スタッフ５名と調査研究や編集を行う非
専従スタッフ数名から成る。保有する資金の利子、コンサルティングや教育訓練の報酬等を運
営資金としている。企業、学者、政府関係者等が参加している。
主な活動は以下の通りである。

・ビジネスのための環境情報センター設置（事務所内）
・雑誌「環境とビジネス」の発行（季刊）
・産業廃棄物交換プロジェクト
・半導体及びエレクトロニクス工業のための環境管理マニュアルの作成
・ビジネス・アジェンダ21の作成

産業廃棄物交換プロジェクトについては「環境とビジネス」に各企業が提供したい廃棄物の
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情報を掲載し、それを入手したい企業が連絡を取り交渉するというシステムになっている。毎
号70件程度の情報が掲載されその中には廃酸、廃アルカリ、廃油、廃溶剤等の有害廃棄物に該
当するものも含まれている。

提供と入手の希望の合致については13の成功例がPBEへ報告されているが、他に企業間で直
接交渉し合意した例も多くある。ただ具体的な成功例として、廃油をOiltech（プロ形調査団が
訪問した処理業者）が回収、再生した例等も紹介されていることから、ここでいう廃棄物交換
には処理業者による再生も含まれている。

このプロジェクトの今後の課題としては、提供の申し出のあった廃棄物を分析し可能な使途
を提案できる専門家を雇うことである。また現在は「環境とビジネス」への廃棄物提供の広告
掲載は大変安いのでPBEへの収入は少なくこの事業は他の事業に支えられて成立している。し
たがって今後は事業として自立させる方法を模索したいとのことである。

ビジネス・アジェンダ21の作成は後述のUNDPによるPRIMEプロジェクトの一環として行わ
れている（第２章参照）。

1-4-10 フィリピン日本人商工会議所

フィリピン日本人商工会議所は、1973年11月に設立された団体である。その目的は、フィリ
ピン進出の会員企業相互の親睦を図るとともに、企業の円滑な活動のため各種の情報の提供を
行い、また、経営上障害になっている問題に対して協力して解決に当たることである。運営関
係事項、特定事業に関する事項について協議・検討する委員会を組織しており、産業政策、広
報、環境、日比交流、税制、労務、日比経済合同及び総務の８つの委員会を設置している。

このうち、環境委員会のこれまでの主な活動は以下のとおりである。
（１） 産業廃棄物の発生量に関するアンケートの実施

環境委員会では、昨年（1999年）８月に、商工会議所加盟の各企業を対象に、環境問題
（産業廃棄物や各種法律、条例等）に係るアンケート調査を実施した。日本環境コンサルタ
ントがこのアンケート調査結果をもとに産業廃棄物の概ねの発生量を実施している。本調
査は、水産関連企業、機械・電気関連企業、自動車関連企業、エレクトロニクス関連企業、
建設関連企業、非鉄・鉱産物関連企業及び化学品関連企業から回答があった。

その回答によれば企業は次の問題を抱えているが有害廃棄物に関するものも多い。
・産業廃棄物処理業者が少ない。
・排水処理汚泥の処理業者が分からず、構内にストックしている。
・産廃処理業者への委託費が高い。
・環境に係る法律や規制が突然変更され、またその情報入手が困難である。
・発電機の排ガス規制が厳しい。
・重金属等の廃棄場所が少ない。
・メッキ廃液から排出されるスラッジの試験方法及び処分上の規制が不正確であり、か

つ、まともな処分業者がない。
・管轄部署、担当者によって法令の運用解釈・指導が異なる（工業団地対LLDA）。
・NOX及びSOXの排出基準が厳しすぎる。
・使用済みトリクロロエチレンを廃棄できず保管している。
・保管している不良製品（プラスチック、プリント基板）の処理方法がわからない。
・処理業者の信頼度が不明である。
・建設産業廃棄物業者が見当たらない。
・排水基準を超えて排出し、LLDAから罰金支払命令を受けた。
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・樹脂カス、ドラム缶を処理する業者がなく空地に保管している。
・産廃処理に関し公共の処理施設が全く整っておらず、私企業での対応のみである。
・シンナーの廃棄方法が不明である。
上記に示したように、産業廃棄物処理に多くの問題を抱えている。

（２） BOI（Board of Investments）の幹部との意見交換
1998年11月にBOI Taruc部長と産業廃棄物処理に関する意見交換を実施した。
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第２章　他の援助機関による関連プロジェクト

他の援助機関によるフィリピンにおける廃棄物及び廃水処理等に関するプロジェクトの概要
は以下の通りである。

予定されているプロジェクト

２－１　有害有毒廃棄物に関する規制システム統合と能力向上プロジェクト（Harmonized 

Regulatory Systems and Capability Building for Toxic Chemicals and Hazardous Waste 

Management） [UNDP]

以下の５つの要素から成り、本年中に開始され期間は３年間の予定である。カウンターパー
トはDENR/EMBである。

○政策・システム・手続きの見直しと強化
○データベースと管理情報システムの開発・改善
○省庁、民間、大学関係者への教育訓練
○情報、コミュニケーションの充実と教育
○支援施設（企業のための緊急相談センター、有害廃棄物の分析施設）の設置

２つめのデータベース作成については有毒化合物と有害廃棄物双方を対象とすることが考え
られており、後者はJICAのマスタープランと重複する可能性があるが、これについてはUNDP
はJICAと調整したいという意向を示した。

２－２　パッシグ川環境管理及び改修プロジェクト（Pasig River Environmental Management 

and Rehabilitation Project） [ADB]

本プロジェクトは本年３月に正式承認を受けて４月初めにプロジェクトの内容や資金計画等
を含む文書が公開されることとなっている。主な内容は1)都市開発計画の策定、2)F/Sの対象
とする優先コンポーネント・パッケージの決定、3)現在の水質モデルの見直し、4)産業廃水管
理計画の策定、5)一般廃棄物管理計画の策定、6)コスト回収計画の策定、7)現在の制度の見直
し、8)運営能力強化の提言である。

パッシグ川の関連プロジェクトは、現在フィリピン政府によるパッシグ川改修委員会（Pasig 
River Rehabilitation Commission）が担当し調整を図っている。本省９．のDANIDAのプロジェ
クトが関係者の能力開発や訓練等ソフト面の支援をするのに対してADBのプロジェクトは他の
物理的な要素も含んでいるのが特色である（９.パッシグ川保全プロジェクト参照）。

現在進行中のプロジェクト

２－３　環境基盤支援融資プログラム（Environmental Infrastructure Support Credit Program 

:EISCP)[JBIC,1996-2006]

国際協力銀行（JBIC）はフィリピン開発銀行（Development Bank of the Philippines: DBP、
100％政府出資の長期信用銀行）を通じたツーステップローンにより産業公害防止支援を実施
している。現在フェーズＩ、フェーズIIの双方が進行している。

フェーズＩは1996年３月にローン・アグリーメントが締結されたもので2002年７月まで継続
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される。オペレーション・ガイドラインはDBPが作成しJBICが合意したものが用いられている。
原資50億円のうち既に90％が既に貸し出されている。事業の概要は以下の通りである。

○事業目的：メトロマニラを中心に汚染源となり得る民間企業に対し、排水・排気・廃棄
物対策のため、DBPを通じ公害処理設備の設置及び生産工程の改善を支援する政策金融
である。またコンサルタントを雇用しDENRとの連携を図りつつ、DBPの技術審査支
援・職員の訓練を実施し合わせて環境改善に係る企業啓蒙活動を行う。

○対象事業：公害処理設備の設置／生産工程改善による公害防止及び減少／発生物質のリ
サイクル施設の設置／上記３項目に伴うｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ・ｻｰﾋﾞｽ ／自主排出ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ機器の調達

○対象企業：比国民または比国民の資本所有70％以上の企業
○事業費：5,158百万円（うちサブ・ローン分は5,000百万円）
○限度：事業費の80％
○金利：11％固定（半年毎に見直し）
○期間：３?15年（据置：最長５年）
○通貨：ペソ

DBPの2000年２月15日付の報告によれば貸付実績は17件、融資額は1,281百万ペソである。１
件当たり融資額は2.4 ～400百万ペソと幅がある。実績のうち廃棄物に関する投資を含むものは
以下の４件であり、その他は大気か水の汚染防止に関するものである。

DBPは融資を決定するための評価のポイントとして、以下の６点を挙げている。
1) 汚染防止プロジェクトとしての適切さ
2) プロジェクトに用いられる技術の適切さ
3) 技術的な面からの実行可能性、
4) プロジェクト費用の適切さ
5) 管理能力及び技術力
6) 適切な内部モニタリングシステムの有無。

フェーズIIについては1999年12月にローン・アグリーメントが締結され、これは近日中に発
効し発効後６年間継続することとなっている。フェーズIと異なりDBPのみでなく民間金融機関
を経由する方式も加えられている。

フェーズIIの事業概要は以下の通りである。
○事業目的：中小企業を中心とした民間企業に対しDBPを通じ中長期資金を供給すると共

に、エンドユーザーや民間金融機関、DBPを技術的に支援することで、環境を向上させ
る投資活動を促進し、もって産業公害の防止・軽減に寄与することを目的とする。
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○対象事業：公害処理・軽減、公害防止、廃棄物減量／効率的資源活用（省ｴﾈ、ﾘｻｲｸﾙ
等）／労働環境改善／環境管理システム整備、ISO14000取得／民活による環境インフラ
事業

○事業費：20,529百万円（うちサブ・ローン分は20,000百万円）
○金利：13％固定（半年毎に見直し）であるが11％への見直しを検討中
対象企業、限度、期間、通貨はフェーズＩと同様である。

JBICからDBPへのローン金利はフェーズＩでは2.5％、フェーズIIでは0.75％である。DBPか
ら事業者のサブ・ローンの金利（11％）との差が10％前後あることになるが、これはDBPの手
数料、利ざや、為替リスク等のカバーに充てられているということである。またDBPはデンマ
ーク（25億円）、ノルウェー（20億円）、ドイツ（10億円）と同様の政策金融を対象にした借入
れを既に締結または検討している。本事業とこれらとの競合回避のため、DBPは全ての政策金
融のサブ・ローン金利を11％に統一している。

一般に企業が市中銀行から融資を受ける場合の金利は13?14％返済期間は３年以下であり中小
企業であればさらに不利であるといわれていることから、この11％という金利は借り手にとっ
てはやはり有利であるとJBICは説明している。

なおDBPは比国内で唯一、環境対策投資への融資を積極的に推進してきている金融機関であ
る。今後はDBPが蓄積してきたノウハウを民間金融機関へも広め、環境対策投資への資金供給
の裾野を広げていくことが望まれている。

２－４　産業公害管理のための融資プロジェクト（Industrial Pollution Control Loan Project）

[ドイツ開発銀行 KfW]

上記JBICと同様DBPを通じたツーステップローンで、対象となる事業は汚染減少の技術、リ
サイクル、工場廃水処理、産業廃棄物処理、有害廃棄物処理、労働者の健康管理である。

２－５　特別エコ・ゾーン環境管理プロジェクト（Special Eco-Zone Environment Management 

Project）[JBIC 99-2002]

政府が運営する４つの特別エコ・ゾーン（マクタン、バギオ、バターン、カヴィテ）におい
て、汚水処理施設、廃水再利用施設、固形廃棄物管理施設を建設するものである。現在は第一
段階にあり、99年11月より2002年６月までの予定で、詳細設計、施工管理、それに組織強化が
行われる。コンサルタントはパシフィックコンサルタンツ、フィリピン側カウンターパートは、
PEZAの海外ドナー担当部署であるSpecial Concerns Divisionである。

２－６　民間参加環境管理プロジェクト（Private Sector Participation in Managing the 

Environment Project: PRIME Project ）[UNDP & UNIDO 98-2001]

環境問題における民間セクターの役割強化を目指したプロジェクトであり、98年から2000年
までの技術協力案件として実施されている。フィリピン側で中心的役割を担っているのは
BOI/DTIである。PRIME は1)ビジネス・アジェンダ21、2)産業におけるエコロジー、3)環境管
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理システム、4)環境企業家シップの４つのモジュールから成っている。1)についてはNPOであ
るフィリピン環境配慮ビジネス（Philippine Business  for the Environment、PBE）が担当して
いる。PBEは工業組合に呼びかけて、戦略、行動、目的、達成目標日等から成る組合ごとのビ
ジネス・アジェンダを作成した。参加したのは72の組合であった。本年３月に報告書作成を終
了する予定である。

２－７　ミンダナオ高度汚染金鉱における水銀排出防止協力(Assistance in Reducing Mercury 

Emissions in Highly Contaminated Gold Areas in Mindanao)[UNDP & UNIDO]

1)金鉱周辺における水銀、シアン、重金属をモニターするRegionの分析施設の能力向上、2)
人体の水銀レベルの評価、3)近隣河川における水銀及び化学物質による汚染の状況評価、4)環
境に配慮した鉱物加工センター設立に向けた調査、5)人体への安全性の改善を目指した様々な
活動が行われている。本年７月に終了する。

２－８セブ産業公害管理（Industrial Pollution Control Cebu ：IPCC) [GTZ, 91-99]

ビサヤ州のセブ都市圏での産業廃棄物の適正管理を最終目標とし、本プロジェクトでは有毒
有害廃棄物を適正に管理するメカニズムを構築することを目的としている。そのためにこの地
域に多い金属メッキ工業を対象として、必要な条件整備と関係者の能力向上を図っている。

このプロジェクトは、電気メッキ協会（Cebu Electroplating Association）、セブ商工会議所
（Cebu Chamber of Commerce & Industry, CCCI）、DENR、それにGTZの４者により開始され
た。その後、有害廃棄物に関するセミナーの開催、サンカルロス大学での環境ラボラトリーの
設置、環境アドバイスサービスの提供、関連組織の強化、メッキ業者に対する廃棄物削減への
技術供与等を行ってきた。

96年５月、セブ電気メッキ協会、セブ商工会議所がセブ協同処理施設会社（Cebu Common 
Treatment Facility, Inc., CCTFI）を設立した。98年に土地をセブ市が、建物をCCTFIが、設備を
GTZが提供して現在の共同排水処理施設（Common Treatment Facility）が作られた。これはメ
ッキ廃水に、次亜塩素酸ソーダを用いたシアン化合物の酸化、重亜硫酸ソーダを用いた６価ク
ロムの還元、中和の処理を行うものである。能力は５m3／日である。ここから生じた汚泥等は
隣接する汚泥保管施設（Sludge Storage  Facility）に保管される。この施設は1000トンの容量を
有し、将来汚泥中の重金属を再利用できるようになるまで25年間の利用が可能であるが、現在
は処理業者Inchemへ汚泥処理を委託している

施設や昨年10月にCCTFIに引き継がれて稼動を開始し、今後施設を所有・管理・運営する主
体はCCTFIとなる。なおCCTFIは建物の建築にあたりフィリピン開発銀行から８百万ペソの融
資を受けているが、これは前述のJBICの環境基盤支援融資計画によるものである。現在はドイ
ツ の コ ン サ ル タ ン ト １ 名 が 2 0 0 1 年 ま で の 予 定 で 運 営 の 監 理 を 行 っ て い る 。

今後の目標は以下の２点である。
1) 管理が困難な零細企業の参加を促すこと。電気メッキ業者は約150程度いるが、現在セブ

電気メッキ協会に加入しているのは約50業者である。業者の大半は従業員１～２名の零細
企業であり無許可の業者も多いが、DENRや地元同業者の協力を得ながら、できるだけ多
くの業者の参加促進を図る。
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2) 有害廃棄物処理がビジネスとして成り立つことを示すこと。利益が出る事業であること
を示し、今後は、民間業者によるこの分野への参入を図る。

このプロジェクトでは施設の稼動までに関係者への訓練、組織化等を含めて10年間の年月を
かけている。施設の建設・稼動は多くの場合急を要するのでこれだけの年月をかけるのが妥当
かどうかはもちろん検討されるべきであるが、このプロジェクトにおけるソフト面でのアプロ
ーチや現在の施設稼動に係る課題を学ぶことは、マスタープラン作成において参考になると考
えられる。また上記の、有害廃棄物処理をビジネスとして成立させるというポイントも重要で
ある。成立させるには廃棄物排出事業者の意識向上、政府による適切な規制や監督、処理事業
者の適切な事業運営等が条件となり困難は予想されるが、常に意識すべき事項であると考えら
れる。

２－９　パッシグ川保全プロジェクト（Pasig River Protection Project ：PRPP)[DANIDA]

パッシグ川はラグナ湖を水源とし平原とメトロマニラの都市化された地域を流れてマニラ湾
に流入する約25kmの河川である。デンマーク国際開発庁（Danish International Development 
Agency: DANIDA）からの無償資金援助により、産業公害の専門家派遣、廃水処理装置運転員
への訓練、排出基準設定等を実施してきた。93-95年のフェーズI、95-99のフェーズⅡを経て、
本年３月よりフェーズⅢに入り今後２年間継続される予定である。フェーズⅢには、1）政策
形成及び計画作成能力の強化、2)意識の向上、3)河川モデル化ツールの浸透、4)産業公害のデ
ータベースの構築等が含まれている。

２－10 持続可能な環境のための産業イニシアチブ（Industrial Initiative for Sustainable 

Environment、旧名称Municipal Coastal Environmental Initiative：MCEI） [USAID, 98-

2001]

産業における水、大気、土壌の全ての汚染防止を目的として、より汚染の少ない製造方法を
見つけそれを実践していく支援をしている。セブ、ボゴール、ミンダナオ（３ヶ所）の５つの
エリアで、メッキ、発電、化学、農薬製造等の25の産業セクターを対象としている。メトロマ
ニラ等を対象としなかったのはここは既に他ドナーがプロジェクトを行っていることと事情が
かなり複雑であるからである。

IISEではローカル・コンサルタントの訓練を重要視している。まず意識、次に技術の向上を
目指した訓練が約100人の受講者を対象に行われている。IISEでは20名ほどのスタッフが４年間
駐在する。

２－11 グリーン・エイド・プラン（Green Aid Plan: GAP）[通産省]

グリーン・エイド・プランは通産省による発展途上国を対象としたエネルギーと環境に関す
るプロジェクトの総称である。以下が廃水及び廃棄物に関連するものであるが1)2)は調査協力、
3)4)はモデル事業等という位置づけになっている。

1) エネルギー・環境対策普及協力事業（環境対策基盤調査事業）（JETRO事業）
99年度は昨年に引き続き食品・飲料品産業の廃水処理に関する専門家を派遣し、実状や

改善点、技術協力の必要な分野、研究協力の可能性、技術指導実施工場等の調査を実施し
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た（18日間）。
2) 環境技術移転促進事業（ICETT事業）

ラグナ湖開発庁（LLDA）と輸出加工区庁（PEZA）をカウンターパートに、主要工業地
域を対象とした産業廃棄物の現況を調査中である。

3) 環境配慮型水資源有効利用システムに関する研究協力（NEDO事業）
フィリピンにおいて安価に調達可能な現地資材を活用して、操作・保守が容易で安価な

廃水処理・水資源再生利用システムを開発する事業であり、対象業種として染色及び食品
を予定している。

4) 環境技術総合研究協力（NEDO事業）（ラグナ湖地域における有毒・有害廃棄物に関する
研究協力：Toxic and Hazardous Waste Management in the Laguna de Bay Region）

ラグナ湖開発庁（LLDA）をカウンターパートとした、ラグナ湖地域特有の有害廃棄物
管理に関する研究協力事業である。来比中のコンサルタントによれば、99年12月に開始さ
れ現在LLDAに対して水質分析装置（ガスクロマトグラフィー質量分析計及び原子吸光器）
の供与、水質分析の技術移転、調査方法の研究開発、現地関係者を対象としたセミナー開
催等を行っている（またはその予定）であるとのことである。分析対象としては、現在の
ところは流入河川からの農薬と工場廃水中の重金属に焦点をあてている。

終了したプロジェクト

２－12 産業環境管理プロジェクト（Industrial Environment Management Project ：IEMP) 

[USAID,91-96]

汚染防止、能力開発、政策研究の３つの構成部分から成る。汚染削減については、自社で汚
染防止を実践したいという企業を募り、96年３月時点で18の業種から110社の参加を得てBOD
については33％の削減を達成する等の成果をあげた。この結果が小冊子（Philippine Industry’s
Response to Waste Minimization）に紹介されている。また紙・パルプ、セメント、砂糖などの
製造業を対象としたPollution Management Guidebook や環境対策の費用・便益について述べた
Handbook on Financing Environmental Investments等が小冊子が作成されている。

能力開発については、汚染管理査定、環境影響評価等６つの分野においてトレーニングが行
われ、公共・民間の両方から2500人が参加した。

政策研究としては、環境部門の投資への融資、環境影響評価書制度の強化、公共・民間部門
の間の対話の設定等がある。

またこのプロジェクトの一環として有害廃棄物追跡システム（Hazardous Waste Tracking 
System：HWTS）のハードウェア及びソフトウェアの供与も行われた。これについては3-5で詳
述する。

２－13 廃棄物最小化及び汚染防止プロジェクト（Waste Minimization and Pollution Control）

[93-94,Canada-IDRC]

本プロジェクトは、以下の４つの要素から成っている。1)環境保全向上のための政策的動機
付け、2)進行中の産業廃棄物交換プログラムの実効性の確保、3)主要産業セクターにおける汚
染防止と適正な廃棄物管理の戦略策定、4)訓練と知識の伝達。具体的には1)主要産業セクター
の決定、2)産業廃棄物交換センターの再操業可能化、3)廃棄物調査、ケーススタディ、工場訪
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問、4)セミナー及びワークショップの開催、5)汚染防止計画の策定が行われた。
なお当時の産業廃棄物交換センターは、フィリピン環境配慮ビジネス（PBE）（1-5関連機

関・関連団体の項参照）により運営されており、この事業は現在もPBEにより引き続き行われ
ている。

87-91年の同じくIDRC（カナダ）の産業廃棄物交換プロジェクト（Industrial Waste Exchange 
in the Philippines）のフェーズIIという位置づけで行われた。

その他のプロジェクト

２－14 マニラ首都圏固形廃棄物処理計画調査(The Study on Solid Waste Management for Metro 

Manila)[JICA,97-99]

調査は1997年２月より、マスタープラン策定を目的としたフェーズＩ調査と優先プロジェク
トのF/Sを主要課題としたフェーズII調査に分けて実施された。マスタープランは98年３月に正
式にフィリピン政府の承認を得た。フェーズIIにおいては、サンマテオ既存処分場の環境改善
と、ピントン・ボカウエ新規処分場整備を対象案件としたF/Sが行われた。またコミュニテ
ィ・ベースによるリサイクリング活動の推進と、スクウォッター地域等未回収地区における収
集改善実験がパイロットプロジェクトとして実施された。

２－15 国家クリーナー・プロダクション・センター（National Cleaner Production Center 

:NCPC) [UNIDO & UNDP]

国家クリーナー・プロダクション・センターの設置はUNIDOの活動の中で特徴あるものと位
置付けられている。既に各国に８ヶ所に設置され今後７ヶ所の設置が予定されておりそのひと
つがマニラのものである。目的は、このプロジェクトを主宰する予定となっているフィリピン
産業公害防止協会（PCAPI）の能力向上、及び公共団体と個人のネットワーク構築である。そ
してフィリピンにおいて1)クリーナー・プロダクションの評価、2)訓練、3)広報、4)政府との
政策対話、5) クリーナー・プロダクションへの投資促進の５つのサービスが可能となるよう人
材育成を行うものである。

UNIDOは技術協力のみを実施する機関であり、現在このプロジェクトの資金源を探している。
それが確保できた段階で開始される予定である。この状況は以下の２件のUNIDOのプロジェク
トでも同様である。

２－16 環境技術評価センター（Environmental Technology Assessment Center: ETAC）

[UNIDO]

環境技術評価センターは、産業特に中小企業が費用効果の高い公害防止技術の選定・取得を
通じて環境規制を遵守できるように支援するものである。具体的には、基本情報、専門家によ
る評価、適切な機関の紹介、訓練、広報等を提供する。
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２－17 皮革業者群の汚染防止と排水処理プロジェクト（Pollution Control and Treatment of 

Tannery Waster for the Leather Complex at Tugatog, Meycauayan, Bulacan）[UNIDO]

本プロジェクトの目的は、皮革業者が不要な環境汚染を引き起こすことなく事業を維持さら
には拡大することである。トゥガトグの皮革業者は小規模なものがほとんどで自力で廃水処理
施設を作ることはできない。一方でこの産業はかなりの雇用機会を提供しているという点で重
要である。プロジェクトは２つのフェーズに分けられている。

フェーズIでは1)モデル工場での汚染の少ない皮なめし技術の実践、2)廃液中のクロムの再生
システム構築、3)業務従事者の安全と健康基準の設定と実践、4)協同廃水処理システムに関す
るフィリピン開発銀行への融資申請書作成、を実施する予定である。

フェーズIIでは1)協同廃水処理システムの新設、2)1)の効果をモニタリングするための小規模
分析施設の提供、3)汚泥の廃棄に関する永久的な解決法の提案、4)個々の工場における廃水処
理の実践の向上、を実施する予定である。

２－18 有毒有害廃棄物処理調査（Toxic and Hazardous Waste Management Studies）[ EC]

本調査は欧州委員会（EC)の資金により、英国のコンサルタント会社(Entec UK Limited)が、
他の２社のコンサルタント会社（英国及びフィリピン）と共に実施したものである。

フェーズI（95年１月?12月）では、政策・規制等の枠組み、調査対象地域で発生する有害廃
棄物の特性、その廃棄物の処理の最適技術、市民の意識向上キャンペーン等を対象に調査を行
った。

フェーズII（96年３月?97年４月）では、メトロマニラで利用可能な有害廃棄物処理施設の開
発計画に焦点をあて、用地選定や予備的環境影響評価を行うと共に施設建設に係る技術的・商
業的・社会的見地からの調査も実施した。調査対象地域としてはメトロマニラのみならず隣接
するRegion 3 及びRegion 4の中心都市までを含めており、これでフィリピンの産業活動の約
75％をカバーしている。

フェーズIは順調であったが、フェーズIIでの用地選定とBOTプロジェクトの実施においてフ
ィリピン政府のコミットメントが十分でなかったとEntecらは説明している。結局この調査は
未熟のまま終了することとなった。

報告書の内容の概略は以下の通りである。
「調査対象地域における有毒有害廃棄物（以下THW）は650万トンと見積もられるが多くの

部分は廃水であるので自己処理が可能である。しかし23万トンについては自己処理ではなく
専門の処理施設での処理が必要である。

THWの管理に関して最も重要な点は、法や規制が実効性を持つための枠組みが欠如してい
ることであろう。経済的手法は、現在のところラグナ湖における廃水のBOD 及びCOD値に
限られているが、これをTHW管理にまで拡大することができよう。

解決方法については以下のように考える。まず優先させるべきは廃棄物の最小化である。
最小化基準を設定し新規事業者にはそれを遵守させることが必要である。次には自己処理が
有効であり、特に大量の廃水処理には効果がある。しかし最後に処理施設での処理を要する
汚泥やその他残渣が発生する。

そして明らかに必要なのは、メトロマニラ及びその周辺で発生する多種のTHWの処理・保
管・処分を行う集中型の処理施設である。施設は初めは17万トン／年の処理能力を持ち、将
来は需要に見合うように規模拡大できるとよい。

－36－



集中型の処理施設は建設まで５年程度を要することから、それまでの短期的な対応として、
排出事業所による保管、既存の最終処分場の使用、簡易な安定化処理、セメントキルンでの
焼却等が考えられる。

集中型処理施設には、物理的・化学的・生物的処理施設、焼却炉、最終処分場が必要であ
るというのが結論である。これら３つの施設（処理、焼却、最終処分）の予備的な設計と、
仕様・運営手順の決定は既に行われている。分析施設における分析や廃棄物輸送等の支援シ
ステムについても仕様を定めた。しかし用地選定が進行しないことから現地に合わせた詳細
設計には至っていない。一方では、その利益を見込んで用地提供に関心を持つ機関も現れて
いる。用地選定にあたっては市民の意志がキーとなるので市民の理解を求めることが重要で
ある。
施設建設の方式としてはBOTが望ましいと考えられ、早急に適切なBOTプロジェクトを策定
することが必要である。」

本調査は、マニラ周辺の工業地域を対象としている点、処理施設建設までを視野に入れてい
る点等マスタープランとの類似点が見られることから、まずデータとしての価値がかなりある
と思われる。さらに予定通りの進行が困難になったという過去の失敗から学ぶことも多くある
と思われる。報告書にはフィリピン政府の協力が得られなかったという記載があるが、ここに
あるのは言うまでもなくEntec側からの見解のみである。フィリピン政府の見解もヒアリング
等で把握し課題を明らかにして今後の調査に生かす必要があるといえよう。
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第３章有害廃棄物の排出・処理に関する現状、問題点

３－１．事業所訪問の概要

調査団は、DAO29に基づき有害廃棄物の排出事業所／処理事業所としてEMBに登録されてい
る事業所の中からの訪問事業所の選定を、EMBに依頼した。調査地域はマニラ首都圏および
CALABARZON地域とし、訪問対象とする事業所の業種及び事業所数は調査団が示した。

排出事業所40社、処理事業所10社が選定され、さらに日系企業12社が排出企業の訪問先候補
としてリストアップされた。しかし先方のキャンセル等によりこれらのうち実際に訪問できた
のは排出事業所27社、処理事業所６社となった。これらの他に、現地コンサルタントに依頼し
て５社の排出事業所の訪問が可能となった。最終的には以下の数の事業所を訪問し、ヒアリン
グを行なうとともに工程や廃棄物の保管状況などについて視察した。

・排出事業所32ヶ所（事業所番号　Ｇ?１?Ｇ?32）
・処理事業所６ヶ所（事業所番号　Ｔ?１?Ｔ?６）
対象とした地域に適当な企業がなかったり、アポイントが取れなかったりしたことから　金

属精錬業、農薬･肥料業は含まれていない。訪問した企業はDENRに対して有害廃棄物排出事業
所としての届出を済ませている、いわゆる優良といわれる部類の企業が多く、地元の中小企業
は少数であった。事業所訪問に際しては、EMB職員の同行を依頼した。またこの他に工業団地
の事務所２ヶ所を訪問し、団地全体の有害廃棄物の排出状況や排水処理についてヒアリングを
行った。

（１） 排出事業所の調査結果の概要
訪問した排出事業所の概要を表３－１に示す。32社の内、コンピュータ関連電子部品工

業が14社、自動車工業、化学工業、食品工業が各3社、鉄鋼、塗料が各2社、残りはプラス
チック、家電、油脂、石鹸・洗剤、電力が各 1社であった。ISOの取得状況を見ると、31社
中16社がISO9001を取得しており、7社がISO14001を取得している。また現在取得準備中の
企業は多い。
有害廃棄物の排出及び自社内処理状況の概要は以下の通りである。
１）有害廃棄物の排出については、極力少なくし工場内で再利用する方向で努力している

事業所が多い。
２）廃酸、廃アルカリ、有害金属含有の廃水などはオンサイトで処理して固液分離をし、

さらに工業団地の場合は排水を一般排水に合流させて放流し、区域内の総合廃水処理場
で再処理を行なっている。

３）最終的に排出する汚泥については、ほとんどの工場でその処理に困っており、工場内
に長期間保管している。

４）廃油、廃溶剤については、業者に引き取らせているケースが多く、業者はこれを再生
してマーケットで販売している。

５）総合処理施設が建設され、最終処分の段階まで安心して委託できることを期待する企
業は多い。

６）処理費用の支出については当然ながら、現在、有害廃棄物処理に費やしている金額
（額の幅が大きい）までは払う用意がある。

７）２～３社では生産プロセスの改善による廃棄物の減量は行われているというが、詳細
は不明である。
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（２） 処理事業所の調査結果の概要
訪問した処理事業所の概要は以下の通りである。

処理事業所の概要は以下の通りである。
・いずれの工場も工夫を凝らし有害廃棄物の処理を行なっているが、決して経営は楽ではな

く設備は貧弱な所が多い。
・いずれの工場も、排出企業から処理料をとり、再生品販売による販売利益を得ることで成

立っていると見られる。
・溶媒、ハンダ等、ひとつの処理対象に特化しているところが多い。
・１社では、RA6969指定のメッキ廃棄物、廃酸、廃アルカリなど、14のカテゴリーを全て扱

っており総合処理工場といえるが、処理容量不足から、排出事業所の需要を充分に満たし
ているとは考えられない。しかし将来の処理センターの核になり得る資質を備えているも
のと考えられる。

・他の１社 は、 廃油のリサイクル工場としては処理能力の大きな会社と見うけたが、この工
場では処理後の含油スラッジを20年という長期にわたり保存している。このスラッジをア
スファルトに利用できないか研究中ということであったがこれが実現すればさらにリサイ
クル率を高めることができよう。

３－２　有害廃棄物発生の現状と問題点

3-2-1 有害廃棄物発生の現状と問題点

有害廃棄物の発生の状況について業種別に特色を見ると次のようになる。

（１） 半導体工業
これらの企業の多くはCaviteやLagunaの工業団地に設立されたものである。古いものは

マニラおよびその周辺にも存在する。
投資元が日本または米国であり、ウェーハをはじめとする原材料を投資国から輸入し、

チップの製造、回路の焼付けなどを行ない集積回路として完成、再び投資国へ戻すという
形態が多い。製造工程においてチップや半製品の洗浄に多くの水や溶剤を使用するが、溶
剤としては過去に米国や日本でのハイテク汚染の原因となったTCEその他が含まれること、
廃液スラッジ中には微妙な元素を含む重金属類が存在することから、メーカー自身も工程
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の管理と廃棄物の処理については非常に気をつかっている。またこれら輸出企業において
は環境管理ISO14001の取得が必須の課題とされており、その面からも有害廃棄物の排出や
保管状況の順当な管理が必要となっている。

半導体工業から発生する有害廃棄物として次のようなものがある。
・洗浄に使用した溶剤（TCEの問題点が指摘され、IPAに切り替えつつあるが、その効

果からまだTCEの使用が多い）
・ハンダ屑
・エッチング屑（CuCl2など）
・廃水処理からの重金属を含むスラッジ
ハンダ屑などは割合に資源化が容易で、それを専門に回収する会社が存在することから、

処理の委託は容易である。
半導体工業が長年苦慮してきた問題は廃溶剤と重金属を含むスラッジの処理･処分であ

る。従来からこれらを回収･処理する業者は皆無ではなかったが、それらの処理における安
全性に疑問があった。そのことから現在でも一部の企業では廃棄物を本国へ輸出し、処理
している。

最近（1997-1998年）になって、2つの会社がある程度のレベルの技術を持ってこれらの
回収と処理に積極的にあたっており、半導体企業の多くが既にこれら２つの会社のいずれ
かと契約しているか、または契約することを検討中である。調査団がヒアリングした結果
ではスラッジの場合の契約価格で13-16ペソ/kgという数字が一般的であった。

（２） 自動車工業
自動車工業も米国または日本からの投資により設置された工場が多く、マニラ南部から

Lagunaなどのエコ・ゾーンに存在する。投資国から車体や部品を持込み、アセンブリ作業
で完成された車をフィリピン国内で販売する。この企業から発生する有害廃棄物は次のも
のである。

・塗装ラインから発生するスラッジ
・機械部品の洗浄に用いた廃溶剤
塗装スラッジ中にはピグメントや各種の重金属類を含有し、１社ではまだ操業開始

（1999年）後間もないこともあり、スラッジはドラム缶に入れたまま工場内に保管されてい
た。他の１社においてはon-siteに建設された焼却炉を有し、溶剤などを焼却処理していた
が、Clean Air Act 発布によりそれができなくなったとのことである。

この業界においても、塗装スラッジならびに廃溶剤の処理を上述の２社の処理会社に託
そうとする動きが見られる。

（３） 化学工業
化学工業として外資系１社とフィリピン系2社を訪問した。外資系１社では過去に他国

において大きな事故を起こしたこともあり、本社（米国）からの廃棄物管理に対する指導
が厳格になされている。排出基準などフィリピン国内の基準より厳しい自社基準で対応し
ているというが、この企業においてもラテックスの製造工程から生ずる重金属を含むスラ
ッジの処理に困窮しており、工場内に数年間保管している（60t）。

フィリピン系の2社についてはビニールモノマー製造会社（Valenzuela）と鉛電極製造会
社（Pasig City）を訪問したが、これらの会社でもスラッジをドラム缶で工場内に保管す
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るか、ラグーンに堆積させており（いわゆる工場内処分場）、とくに後者においては安全性
に問題があると感じた。

（４） 食品工業
食品工業からの有害廃棄物は、例えば廃油、廃酸、廃アルカリなどであって、中和処理

やリサイクルが可能で有害廃棄物としての深刻度は低い。ある会社では古い変圧器取替え
においてPCBの存在が確認されそれを英国へ送り処理したなどの話もあったが、これは必
ずしも食品工業特有の問題とはいえない。

（５） 鉄鋼業
今回調査団が訪問したのは鉄鋼の精錬、溶解などを行なう製鉄所ではなく、二次製品加

工としての鋼管製造業2社であった。二次製品加工において若干の廃酸が発生する他、スケ
ールなどの酸化金属が発生する。

1社においては鋼管に亜鉛メッキを施しており、発生するメッキ廃液をドラム缶に入れ
工場内に保管しているが、その処理に困っている。

廃酸などを含む廃水については、2社とも廃水処理設備を持ち中和、沈降、固液分離な
ど行なっている。鉄鋼以外の他フィリピン系企業にも共通することであるが、どこまで排
出基準にそった排出をしているかは疑問のあるところである。

（６） 塗料製造業
フィリピン系の2社を訪問した。いずれもValenzuelaにある中小企業で、それらの設立は

古くフィリピンのnativeな中小企業であるといえる。
これらの企業は例えばLagunaの工業団地にある海外からの進出企業と様相を一変してお

り、ちょうど日本の昭和30年代の中小企業の様相に近い。経営者、作業者ともまじめに懸
命に生産に励んでいるが、設備は貧弱であり労働安全衛生環境が悪い。例えば回転機械に
カバーがしていないし、作業者はヘルメットやマスクをつけることなく仕事をしている。
作業者周辺にかなりシンナー臭が充満していても平気で作業を続けている現状である。

これらの工場から発生する有害廃棄物は主としてペイント、ピグメントそしてそれらを
洗浄するのに用いた廃溶剤である。いずれの工場でも廃溶剤などの持って行き所がなく、
ドラム缶に入れ工場内に保管している（１社ではかっては野焼きしていたとのことである）。
他の１社では、廃溶媒を入れたドラム缶を26年間貯めつづけており、一部ドラム缶の腐食
もあり漏出のおそれがある。またこれらの会社では有害廃棄物の保管場を特定しておらず、
入荷原料のドラムと一緒に保管している。

（７） その他の工業
プラスチック:塩ビフィルム（フィリピン系）

塩ビフィルムの製造とフィルムへの印刷（カラー模様付け）を行なっている。
廃棄物はすべて工場内リサイクルか、原料供給業者に引き取らせるので
有害廃棄物は存在しないという担当者の説明であったが、溶剤、色インクな
どの残さの扱いに疑問がある。

家電（日系）
ハンダ屑がかなり出るが、ハンダ専門の処理会社に回収処理を委託している。
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油脂（フィリピン系）
潤滑油のブレンドをおこなっており有害廃棄物は排出されない。

石鹸（米国系）
廃油、廃硫酸、廃アルカリが出るが、工場内で処理している。かつて非常に有害なも
のは英国に送って処理していた。

電力（フィリピン系）
廃油、アスベスト、PCBが排出される。

３－３有害廃棄物の処理･処分の現状と問題点

図３－１はフィリピンにおける有害廃棄物を含む廃棄物の処理・処分の現状を理解するため
のもので、一般廃棄物ならびに通常の産業廃棄物の処分ルートと共に有害廃棄物の発生、排出
以降の経路を示している。フィリピンにおいては1976年PD984号「国家公害規制命令」におい
て産業廃棄物を含む廃棄物の処理と廃棄についての規定を行なっているが、一般廃棄物の管理
に対する産業廃棄物全般についての管理体制が不明確で、日本でいう通常の産業廃棄物（有害
物を除く）は一般廃棄物の処分ルートに流れて処分されてきた。マニラ首都圏の最終処分場で
は一定の金額を支払うことによって（有害物を除く）産業廃棄物を受け入れている（例えば
Payatasの最終処分場では産業廃棄物積載トラック10ｍ3車1台につき460ペソ）。そして「産業廃
棄物の最終処分場」というものが排出事業主が自己の事業所内(on-site)に設置しているものを
除いて存在しない。

フィリピンにおいても有害廃棄物の海上投棄はほぼ全面的に禁止されているので、不法投棄
を除いて、有害廃棄物が合法的に処理・処分されるのは自社内の最終処分場で処分するか、有
価物リサイクルルートによるか、また特別許可のもとに輸出するしかない。

3-3-1 処理施設

フィリピンの有害廃棄物の処理施設ならびにその業者は、DENRに登録されているものだけ
でも20程度あると聞いており、今回の調査団も6か所の施設を訪問している。今回訪問した企
業をふくめ現存する処理施設のほぼすべてが図３?１における処理施設A（リサイクル)で示され
るリサイクルを目指したものである。

廃油に関してはリサイクル体制がほぼ完全に整っている。ただ収集や処理工程に手間がかか
り経営は楽ではないと言っている業者が多い。また廃溶剤を集めてきて、簡単な蒸留設備で蒸
留して再生溶剤を回収し販売する業者がいくつか存在する。調査団が視察したところでは溶剤
の蒸留工程などにおいて安全上問題がありそうな工場も存在した。またこの工程からも僅かな
有害物が残る（例えば蒸留塔のボトムスラッジなど）が、それについては一部中型業者では自
工場内の処分場に貯めているが、小規模業者ではその処分は明瞭でないところも多い。

図３－１において処理施設B(処分を目的)に相当するルートすなわち焼却などによる減容化を
経るか、セメント固化などの手段を施し、処理物を最終処分場へ送り出すいわゆる中間処理業
者は存在しないようである。その理由は、処理して廃棄物の有害度を軽減または除去するだけ
では利益があがらないこと、産業廃棄物専用の最終処分場がないこと、一般廃棄物最終処分場
にも受入れ判定基準がないことによると考えられる。

－43－



－44－



リサイクルが目的であるが、あるレベルの技術を持って、半導体や自動車工業からの要請の
高いスラッジや廃溶剤の処理を積極的に手がけ始めた処理業者が前述のように2社存在する。
これらの処理業では排出事業者から溶剤やスラッジの処理料金を受け取り、処理した後再生品
を販売している。

これらの有害廃棄物処理に対してメーカー側はこれまで苦慮しており処理費用を惜しまない
ことから、今後この種の処理業は発展して行くと思われる。以下に２社の概略を示す。

（１） Ｐ社（人員32名）
もともとフィリピンにおける化成品、無機化学原材料などを製造している化学会社であ

ったが、そのノウハウと設備を利用して廃棄物処理専門の子会社を設立し、スラッジや溶
剤の処理にあたっている。
①重金属含有スラッジから金属の回収：半導体工業からのCuを多量に含むスラッジを塩酸

で溶かしイオン化した後、鉄スクラップを加えイオン置換により銅を析出回収する。置
換された鉄イオンは更に塩素を添加されることによりFeCl3となり下水処理の沈降剤と
して活用される。

②同様に重金属を含むスラッジを酸で溶かし電気分解法により、負電極に金属を析出させ
る設備を有している。

③廃溶剤の処理：オイル加熱した蒸留装置で廃溶剤を気化させた後コンデンサで液化し、
デカンタを経て再生溶剤を回収する。

④廃油の処理：廃油を遠心分離器にかけ固体粒子を除去、再生油として販売する。

（２） Ｑ社（人員40名）
①重金属含有スラッジの処理：スラッジ、汚泥を水で混合スラリー化した後、酸を加え金

属を溶かす。それを反応タンクに移し、沈殿と中和溶液を分離させる。沈殿は結晶化装
置に入れ結晶させさらに余分な水分を気化させ製品とする。

②廃溶剤の処理：溶剤をバッチタイプの分留装置に落とす。分留装置を蒸気で加熱して各
溶剤を抽出しコンデンサで液化する。必要に応じてフィルターで余分な固体を除去する。
再生溶剤は新しい容器に詰め市場に出す。

③廃油の処理：廃油をフィルターにかけ固形物を除去する。次に蒸留ユニットで水を飛ば
し再生油を回収、販売する。

④砒素を含む廃液の処理
NaOHを加えAsを沈殿させた後、FeCl3を加えて沈殿をフレーク状にして脱水装置にかけ
る。得られたFeAsO4は殺虫剤として販売する。その他メッキ廃液の処理など14種類の廃
棄物処理を扱っている。

これら2社は有害廃棄物処理業としてパイオニア的存在であるが、一方において排出企業から
処理能力以上の廃棄物を請け負っているため未処理の廃棄物ドラムが構内にかなり貯められて
いるなどの批判もある。処理工程の安全性ならびに処理残さの処分が適切かどうかについてさ
らなる確認を要する（DENRの許可をとっているが、安全性の確認判断などに於いてDENRの
技術レベルに疑問がある）。
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3-3-2  最終処分場

有害廃棄物の最終処分場は一部の排出事業者が自工場内に設置しているものを除いて存在し
ない。例えば日本では産業廃棄物の処分場として（1）安定型処分場、（2）管理型処分場、（3）
遮断型処分場の分類があり、廃棄物の種類と溶出試験の結果によって行き着く処分場が決まる
が、現在フィリピンに存在するのは一般廃棄物の処分場だけである（基本的には有害廃棄物以
外の産廃も受入れている）。この処分場においても受け入れ判定基準（溶出試験法）がないの
で有害廃棄物をどこまで無害化すれば一般の処分場が受入れるかが不明瞭である。

一般廃棄物の最終処分場についての基準に関するガイドラインが1998年に公布されているが
（DAO9850）、これは最終処分場は衛生埋め立てであることを前提に、その設置場所選定のクラ
イテリアを示しているに過ぎない。

有害廃棄物を管理する施行令DAO29の細則の中に有害廃棄物の最終処分場に関する規定が次
のように示されている。

・ライナーを敷き集排水機能を持たせること
・地下水などのモニタリング機能が備えられていること
・最終被覆方法が明確であること
・閉場後（最終覆土後）のモニタリングなどの計画が明確であること
などであるが、これは一般の衛生埋め立ての仕様に近いもので、有害廃棄物に対する基準と

して十分かどうかについては、先進国などで行なわれている遮断型埋め立て場の必要性などと
共に検討を要する。最終処分場の溶出試験方法としては最近米国のTCLP法の採用が決まった
ときいている。

３－４　有害廃棄物の処理・処分の問題点への対応

3-4-1 処理・処分

フィリピンにおける有害廃棄物の処理・処分において現在の大きな問題点は、次の2点である。
１）リサイクルという目的を除いては処分を目的とした有害廃棄物の処理施設がない、た

とえば有害廃棄物の有害度の減少、無害化、減容化をはかる処理施設がない。
２）最終処分場について若干の指針はあるが、有害廃棄物専用の最終処分場（公共的）な

るものは存在しない。

そのことからリサイクルにのらない有害廃棄物は、
（合法）

・排出事業所、処理事業所にストックされている（on-site の最終処分場を含む）。
・一部許可を得て海外へ輸送処理している。

（非合法）
・一般廃棄物にまぎれてその最終処分場へ持ち込まれている。
・どこかへ不法投棄されている。

といった道筋をたどっている。

今後産業の振興にともなってさらに増加する有害廃棄物に対処する上で、排出事業所や処理
事業所におけるストックには限界があるであろう。フィリピンにおいては法制度的には有害廃
棄物の多数の指定と、各種事業所が守るべき規則が明示されているものの、実際には有害廃棄
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物処分のための処理施設ならびに最終処分場がないため有害廃棄物が行き場を失っているのが
現状である。

フィリピンはこれまで有価物をできるだけ利用しようという意図が強く、リサイクルは発達
しているといえる（但しこのリサイクルの意味は物資の乏しさからくる“リサイクルせざるを
得ない”という意味合いが強く日本でいうリサイクルと若干意味が異なる）。しかし最近では
グローバリゼーションから周辺諸国から安い原材料が入手できるようになり一部ではリサイク
ル業も経済性が問われつつある。調査団がインタビューしたリサイクル業者のうち廃油などを
扱う処理業においては採算が取れにくくなりつつあることを述べており、これを救うためには
政府の何らかの補助策が必要であろう（例えば税金控除など）。

また今回調査団はいくつかのon-site処分場を見たが、それぞれ問題をかかえていることを認
識した。例えば次のような状況がある。Ｒ社では廃油のリサイクルから出る重金属などを含む
スラッジをコンクリートの水泳プールのような処分場に10年間貯めている。

Ｓ社では半導体工業からのスラッジ中に含まれる塩化銅から銅を回収した残さを自己の埋め
立て場に貯めつづけている。

いずれの場合も屋根はなく吹きさらしであるため、側面と底がコンクリート構造であるとは
いえ雨季、洪水の際にはかなりの量が周辺にオーバーフローするであろう。このようなものが
個々に設置されることは環境上好ましいことではない。産業廃棄物の処理・処分は企業責任に
おいて行なうとしても、周辺環境の安全を保つためにある程度公共性を持った集中的な有害廃
棄物の処理施設と、管理された最終処分場が必要であろう。

技術面から検討すると、このルートにおける処理システムとして次の選択が考えられる。但
しここで示すのはあくまでも技術的見地からの検討であり、これらのプロセスのうち焼却や熱
分解法が適用されるには後述する法律Clean Air Actの問題に何らかの解決策が与えられなけれ
ばならない。

有害廃棄物を処理・処分するプロセスの適用性
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この中で溶融法は有害廃棄物を消滅させる有効な方法ではあるが、例えば日本ではいったん
焼却された灰を溶融スラグ化する方法として使用されている。溶融法は設備コスト、操業コス
トとも割高な上、かなり高度な操業技術を要する。この方法が日本などにおける埋立場確保の
困難性にもとづく究極的な廃棄物処理の手段ととらえると、現在のフィリピンに適用するのは
現実的でないかもしれない。当面の検討から溶融を除くと、処理工程としては図３－２のよう
なものが考えられる。

焼却施設としては気密性が有り、900℃以上の高温で有機物質などを完全に分解し、ダイオキ
シン、フランなどが発生しないこと、有害物質を含むガスをほぼ完全に清浄化しうる排ガス処
理システムを有することが望まれる（注：フランはダイオキシン類の１つ）。

最終処分場にはまず有害廃棄物の埋め立てに適した設計と管理基準が必要である。この管理
基準には受け入れる物質の判定基準、排水の基準などが必要である。発生から最終処分の途中
に処理工程を設けるとしても、発生物質の性格から一般廃棄物と別に有害廃棄物専用の処分場
が必要である。

3-4-2 行政管理・法制度

有害廃棄物に関して現在の行政が行なっていることは１?３で述べたように、有害廃棄物153
種を指定し、法に従って①排出事業所、②輸送業者、③リサイクル処理業者ならびにそれらの
間を移動するマニフェストなどを監視、管理することである。

現在DENRへの排出事業所としての登録は、工場を建設する際のECCの必要性からの登録、
そしてDENR地方事務所からの指摘による登録もあるようであるが、多くは優良企業からのボ
ランテイア的な登録によっている。

とくに輸出企業ではほとんどの企業がISO14001の取得を目指しており、その取得に必要であ
るために登録をするところも多い。米国系の化学会社では会社としての国際共通ルールがあり、
それに適合するために登録しているという例もあった。

現在の登録数は850社であるが、フィリピン全体では有害廃棄物を出す企業が15000程度有る
といわれており、数からいうと未登録の企業が圧倒的に多いわけである。

今後行政に必要と考えられることとして次のことがある。
（１） 企業登録の推進

現状では未登録の企業が多く、これでは有害廃棄物を排出する企業全体に対する行政指
導力に欠けるし、また公平な管理とはいえない。有害廃棄物の発生量が微量である小企業
などについては特別考慮をするにしても、各企業の原材料や製品構成データなどにもとづ
いて登録数を増やす必要がある。

同時に登録されていない業者については、不法投棄の疑いがあるわけであるから　
DENR地方事務所などを通してのその監視も必要である（ごく最近EMB本庁よりDENR地
方事務所あて未登録企業の登録を促すべくメモランダムが出されている）。

（２） 有害廃棄物インベントリーの作成
どの種類の有害廃棄物がどの地域でどの種の企業から年間何t排出されるかをおよそ把握

する必要がある。まずはマニラならびにCALABARZON地域におけるインベントリーを作
成し、次の段階として全国のものを把握する必要がある。インベントリーの作成には、
DENRへの登録記録のほか抽出された企業からのヒアリングまたはアンケート調査からの
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排出量と生産統計などから推算することができる。インベントリーは今後行政管理を行な
う上でも、また有害廃棄物の処理・処分施設を設置する上でも重要なデータとなる。

（３） 法制度的としての最終処分場の受け入れ基準の確立
有害廃棄物の有害度を定量的に判定して、必要に応じて適正な処理を行なうべく指標と

しての溶出基準などを確立する必要がある。

（４） リサイクル業のサポート
リサイクルは有害廃棄物の最終処分量を少なく保つ上でも重要である。しかし前述のご

とく最近ではグローバル化した経済のもとで採算が取り難くなっている場合もある。リサ
イクルの重要性に考慮し税制上の措置など何らかのインセンティブが必要と考える。

（５） Clean Air Act が制する問題の解決
焼却を主体とした処理施設の建設と有害廃棄物専用の最終処分場の建設は、フィリピン

における現在の有害廃棄物問題を解決する有効な手段である。
これを実行する上で障害となる法的問題がある。すなわち1999年5月に議会で承認され、

すでに発布されているClean Air Act との関連である。Clean Air Act は大気汚染や有害物質
から人の健康と環境を守ることをうたった法律であるが、その第20条において毒性と有害
性を含むヒュームを出す廃棄物の焼却を、一部村落やコミニテイで古くから行なわれてい
る小規模なものは除外するという条件をつけながらも、禁止することとしている。

この20条の内容が文章、用語的にも不明瞭であり、関係者の間でも論議がある。

３－５．有害廃棄物データベースの現状と課題

3-5-1. データベースの現状

EMB事務所のデータベースは、第２章で述べたようにUSAIDによる産業環境管理プロジェク
トの一環として整備され名称を有害廃棄物追跡システム（ Hazardous Waste Tracking System: 
HWTS）という。使用されているハードは以下の通りである。

コンピュータ：Packard Bell (92年製、プロセッサ：486MH、HD：15MB 、RAM：1MB)
プリンター： Hewlett Packard Laserjet4 Plus

このデータベースは95?99年の間使用されたが、ウィルス感染のため既存データの出力もでき
ない等支障があり現在は使用されなくなっている。同時にハード・ソフトの両面において十分
な機能を備えていないため、EMB職員から全てを再構築したいという要望が出されている。

現在のデータベースは、登録票（Registration Form）と同様のフォーマットがコンピュータ
画面に表示され原票の内容をそのまま入力するようになっている。入力項目は以下の通りであ
る。

1. Facility ID No.
2. Name, Address, Phone, Fax
3. Pollution Control Officer 
3. NEDA Industry Code
4. Main Products
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5. Authorized Capital, Paid-up Capital
6. Annual Turn-over
7. Nos. of Employees (Total, Manufacturing)
8. Annual Estimated Hazardous Waste Removed(t)
9. Toxic?  Corrosive ? Reactive? Flammable?
10. Annual Estimated Hazardous Waste Stored on Site (t)
11. Annual Estimated Other Solid Waste Generated on Site(t)
12. Annual Estimated Other Liquid Waste Generated on Site(m3)
13. Hazardous Waste Registration

Waste description/HW number/Quantity/ Stored Method/Treatment Method
本データベースについてEMBの担当職員から以下の情報を得た。
○現在400社程度の情報が入力されている（ウィルスによるとみられる解読不可の部分もあり、

プロ形調査団は130社分の入力しか確認できなかった）。
○現在、登録票を提出している事業所数は790（99､12現在）であるが、クォータリーレポー

トを提出している会社の数は不明である。
○現在、登録票や、ECCや輸送許可等の関連書類は、事業所ごとにホッチキス止めしてある

いはファイルに綴じて、事務所内のキャビネットに収めている。これらはRegionごとにま
とめられているだけである。

3-5-2. 改善にあたっての課題

膨大なデータ量のデータベースを構築し常に更新しながら業務に役立てていくには、組織と
しての強力な意思が必要である。したがってハード・ソフト両面からコンピュータを充実させ
ることと同時に、職員配置や業務遂行方法等の変更への配慮も要する。具体的には以下のよう
な点への留意が必要である。

（１） 目的によってデータベース構築や更新の方法も異なると考えられるので、目的を再確
認する必要がある。もし有害廃棄物の総量の推定を主な目的とするのであれば、事業所の
名称、ID番号と、有害廃棄物の分類と発生量のみ入力し、他の情報はハードコピーで閲覧
するという方法も考えられる。また入力を最小限にするように入力項目を再考することも
必要であろう。

（２） 今後データベースを充実させるのであれば、登録事業所数を増加させるための手段が
必要である。登録することのインセンティブ、または逆に登録しないことへの罰則等を用
いて登録を推進する必要がある。

（３） 企業から提出されたデータについて、記入漏れや廃棄物の種類・量等記入内容の妥当
性についてのチェックが必要である。

（４） ある程度のデータを蓄積したところでそれを解析し業務にフィードバックするシステ
ムを作ることも必要である。

（５） 現在は企業ごとに登録票とその他輸送許可、ECC取得証明等がまとめられているが、
その書類はRegion毎という大きな括りでまとめられているのみで、必要な書類がすぐ取り
出せる状態ではない。州ごとにまとめアルファベット順にファイルするという比較的簡単
な作業でかなり使いやすくなると思われる。現在これらの書類が整理されていないのは将
来コンピュータで管理するからという理由によるのかもしれないが、将来コンピュータで
データベースを作った場合でもハードコピーを常に整理された状態で保管することは重要
であると思われる。
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（６） 現在クォータリーレポート提出が義務づけられているが、それが活用されているとは
判断しがたく、必要性を再考する必要がある。もし不要であれば、クォータリーレポート
の提出は業務を煩雑にするのみならず提出する企業側にも余計な負担を強いさらには行政
への不信感を抱かせる恐れがある。

（７） 以上から少なくとも以下の作業を担当する職員が必要となると考えられる。それは既
存の職員が行うか増員によるかを検討する必要がある。
－登録の推進
－登録票やクォータリーレポートの記入漏れや記入内容のチェック
－提出された登録票その他関連書類のファイル及び保管
－データベースへの最初のデータ入力
－データベースのデータ更新
－データ解析と業務へのフィードバック

参考：EMBが有害廃棄物排出事業所は約15,000か所と見ている（これは全事業所数と有害廃棄
物を排出する事業所の割合からの推定である）。仮にこのうちの３分の１に相当する
5,000か所が登録するとして、データ入力及び更新に要する時間を知る目安とするために、
以下の仮定のもとに試算を行った。

1) 最初のデータ入力
（仮定） ・登録事業所数＝5,000

・入力の前後の作業を含めて１事業所入力に要する時間＝５分
・１日の稼動時間＝６時間
・ひと月の稼動日数＝20日

（試算）
５分×5,000か所／60／６／20＝3.47
即ち最初のデータ入力に約3.5人・月が必要である。
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第4章　その他

４－１．調査を実施する上での留意点

調査を実施する上での留意点は以下の通りである。
（１） 本文でも述べた通り、焼却を原則として禁止するClean Air Actが可決された。現在、施

行細則が作成されている途上であるが、万一焼却の全面禁止になれば、本調査においても
「焼却」という選択肢がなくなることになる。この施行細則作成の動向を見守る必要がある。

（２） EMBには排出事業所及び処理事業所の登録台帳とデータベースがあるが、いずれも不十
分である。これらの充実に協力しながらこれを活用することが必要である。またこれらに
ついては、ある時点で充実させるに留まらず今後も絶えず更新しながら充実させていくシ
ステムまで構築する必要がある。

（３） IEE、 EIAの作成については、これらに関するフィリピンの法律を熟知しているローカ
ルコンサルタントを起用することが有効である。事業所の調査においても、同様の調査に
経験を有するローカルコンサルタントを雇用することが有効であると考えられる。データ
ベースを作成するシステムエンジニアについても、言葉の壁がないことや事後のメインテ
ナンスが容易であることからローカルコンサルタントが望ましいとEMBからの要望がある。

（４） 調査対象が輸出加工区等であれば、それごとに管理事務所があり入居企業の基本データ
が保持されている。そのデータを利用することが調査の助けになると考えられる。

４－２．有害廃棄物データベースと研修に関するEMBからの要望

4-2-1 有害廃棄物データベースに関する要望

３－５で述べたようにEMBの有害廃棄物データベースは様々な問題を抱えているが、それを
今後充実させていくことは有害廃棄物行政を適切に推進するために必要であると考えられる。
EMBからもデータベース用のコンピュータについての具体的な要望が以下のように出されてい
る。

○メイン・サーバー用コンピュータ１台
・ハードウェア：Pentium Ⅲ(Intelの製品名、業界のスタンダードといわれている), 

Memory (HD capacity): 10 GB,  RAM:128MB
・ソフトウェア：Windows 98 または2000

○ワークステーション用コンピュータ４台
・メイン・サーバーより少し低い仕様のもの

○プリンター
・上記コンピュータに各１台、計５台

○データベースに入力するデータ
・ 登録票／クォータリーレポート／排出事業所と処理業者の合致チェックリスト／マニフ

ェスト票
・ 廃棄物の番号・名称／施設の種類／保管方法／処理・処分方法／廃棄物の計量単位
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○データベースで作成するリスト
・Regionのマスターリスト／州のマスターリスト
・Region、NEDA業種コード毎の有害廃棄物データ
・Region、有害廃棄物、on-site処理、off-site処理等の年間（または四半期）報告
・処理施設リスト
・Region毎の処理・最終処分状況

4-2-2 研修に関する要望

本格調査に付随するEMBスッフの研修に関してはEMBより以下の要望が出された。
（１） 適切な日本の施設においての以下のオンジョブ・トレーニングを行う。

－有害廃棄物のモニタリング
－有害廃棄物の特色表記(characterization)、サンプル収集、分析
－有害廃棄物データの解釈と解析
－汚染された地区の特定と復旧
－有害廃棄物の処理・保管・最終処分に焦点をあてた環境リスク評価トレーニング
－有害廃棄物の処理・保管・最終処分施設の維持管理
－有害廃棄物関連ラボラトリーの設置と維持管理

（２） 研修期間は日本側の提案するプログラムやカリキュラムに依るが、研修生の人数は、
EMBの有害廃棄物管理システムの将来を見越したニーズに相応するものとする。

（３） 研修は調査期間内に終了するかもしれないが、必要に応じてプロジェクト終了後も延長
される可能性もある。研修はプロジェクトと同時に開始する。
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